
第2章 持続可能で活力ある国土・地域づくり

　前章で述べたとおり、今回の大震災後の復興を通じた国土交通行政の転換が起きている。一方、国土・地
域づくりにおいては、震災以前からある人口減少、高齢社会、財政制約、国際競争の激化等の社会経済構造
の変化に対応してきた。今後においては、このような震災以前からの制約と今回の転換とが相まって、いかに
持続可能で活力ある国土・地域づくりを進めていくかが問われる。
　ここでいう「持続可能」とは、一般的には、「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満
たすこと」（ブルントラント委員会（1987年））とされる。
　今回の震災復興を通じた転換を織り込みながら、次世代にどのような国土・地域を残していくべきかを吟
味した国土・地域づくりが求められる。
　この章では、持続可能で活力ある国土・地域づくりをめぐる現状と課題及び今後の方向性を示す。

第１節 持続可能で活力ある国土・地域づくりをめぐる現状と課題

1 人口減少と高齢化、人口移動

　日本の総人口は、2008年の１億2,808万人をピークに、減少に転じた。国立社会保障・人口問題研究所
の推計によると、人口は2048年に9,913万人と１億人を割り込み、2060年には8,674万人（4,132万人減）
まで減少するとされている。また、人
口の高齢化率（65歳以上人口割合）
についても、2010年の23.0％が2060
年には39.9％へと上昇し、我が国は、
これまで経験したことのない高齢社会
を迎えることとなる。
　また、日本の高齢化率は国際的に見
ても突出して高い水準にある。欧米諸
国と比較すると、我が国の高齢化率が
最高水準であるのみならず、高齢化の
スピードが著しく早いことがわかる。
アジア諸国との比較においては、推計
期間における高齢化率は韓国等が高い
上昇を示しているものの、我が国の高
齢化率が他国を上回っている。
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総人口は
約4,132万人減少

若年は
約893万人減少

生産年齢は
約3,755万人減少

高齢は
約516万人増加

（注）１　「若年人口」は０～14歳の者の人口、「生産年齢人口」は15～64歳の者の人口、「高齢人口」は
65歳以上の者の人口

　　　２　（　）内は若年人口、生産年齢人口、高齢人口がそれぞれ総人口のうち占める割合
資料）総務省「国勢調査（年齢不詳をあん分して含めた人口）」、同「人口推計」、国立社会保障・人口問題

研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」における出生中位（死亡中位）推計より　国
土交通省作成
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高齢は
約516万人増加

我が国人口の推移図表90
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都市規模別の平均人口増減率の推移（平成７～22年の実績）図表93

　17年と22年の高齢化率の変化を都道府県別に見ると、大都市圏に比べ、地方圏での高齢化率が上昇して
いる傾向にある。なお、22年の高齢化率の高い県は秋田県29.6％、島根県29.1％、高知県28.8％の順であ
る。一方、三大都市圏の中心都府県は東京都20.4％、大阪府22.4％、愛知県20.3％である。

資料）総務省「国勢調査」より国土交通省作成
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都道府県別高齢化率（65歳以上の人口の割合）図表95

　しかしながら、高齢人口そのものの増加
率は、地方圏より大都市圏のほうが大きく
なっている。22年の高齢人口と２年の高齢
人口を比較すると、地方圏では1.7倍に増
加しているのに対し、首都圏では2.3倍に
増加している。直近の５年間（17年から
22年までの５年間）について見ても、地方
圏で約92万人の増加に対し、首都圏におい
て約146万人が増加している。高齢社会へ
の対応は、地方部の問題というだけでなく、
大都市においても大きな課題であるといえ
る。
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資料）総務省「国勢調査」より国土交通省作成
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　平成17年から22年までの直近５年間の都道府県別人口増減率を見ると、人口が増加した都道府県は９都
府県のみであった。それ以前の12年から17年までの５年間で人口が増加した15都府県から減少した。ま
た、直近５年間で人口減少を示した道府県においては、それ以前の５年間での減少と比べて減少幅が拡大し
ている。我が国全体の人口が減少している中で、人口の地域間格差が拡大する傾向にあるといえる。
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都道府県別人口増減率図表92

　また、７年から22年までにおける都市規模別の平均人口増減率を見ると、人口10万人以上30万人未満の
市町村の平均では、人口がほぼとどまっているが、人口が10万人を下回る市町村の平均は人口減少を示して
おり、５万人未満の都市となると直近５年（17年～22年）で約５％減と減少幅が拡大傾向にある。さらに、
2005年から2050年までの長期予測を行ってみると、人口規模が小さくなるにつれて人口減少率が高くなっ
ており、人口が５万人未満の市区町村においては、2005年比で４割以上人口が減少すると予測される。
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※平成21年度は、平成20年度で特別会計に直入されていた「地方道路整備臨時交付金相当額」(0.7兆円）が一般会計計上に切り替わったため、見かけ上は前
　年度よりも増加（＋5.0％）しているが、この特殊要因を除けば△4.5％である。
※平成23年度における補正予算の額については、東日本大震災復旧・復興に係る経費を除く。
※平成23年度１次、３次補正予算及び平成24年度当初予算において、東日本大震災の被災地の復旧・復興や全国的な防災・減災のための公共事業関係予算を
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資料）財務省資料より国土交通省作成

【東日本大震災復旧・復興に係る経費】  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：兆円）
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公共事業関係費の推移図表100

3 国際競争の激化

　急速な経済成長を遂げ
てきている東アジア地域
の存在は、我が国における
産業立地の動向に影響を
及ぼしているばかりでな
く、経済全体にとって極め
て重要なものとなってお
り、我が国の地域の将来を
考える上で重要な要素と
なっている。
　 東アジア地域の名目
GDPの世界全体に占め
る 割 合 は、1980 年 に は
15.3％であったものが、
2010年には23.5％（約1.5倍）となった。特に、中国の成長が著しく、2010年の中国のGDPは５兆8,783
億ドルと、我が国の５兆4,588億ドルを上回り、世界第２位となった。
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米国
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２６.0% 米国

14,527
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3,652
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1,637
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14,795
23.5%

（注）NIEs：韓国、台湾、香港、シンガポール
　　　ASEAN5：インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム
　　　東アジア：日本、中国、NIEs、ASEAN5
資料）IMF 「World Economic Outlook Database, September 2011」より国土交通省作成

（単位：十億ドル、％）
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各国・地域の名目GDPとシェアの推移図表101

2 財政制約

　我が国の債務残高について見ると、少子高齢化の進展に伴い社会保障費が大きく増加する中で、平成23
年12月末現在、実質政府債務残高は1,002兆円、対GDP比214.0％となり、財政制約が一段と厳しくなっ
ている。地方財政について見ても、借入金残高は約200兆円の高い水準で横ばいに推移している。さらに、
国際的に見ると、国と地方を合わせた債務残高の対GDP比は219.1％と主要先進国で最悪の水準であり、ギ
リシャ、イタリア等債務危機問題が表面化した国よりも高い水準にある。
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地方財政の借入金残高の推移図表98
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資料）OECD「Economic Outlook  90」より国土交通省作成
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債務残高（対GDP比）の国際比較図表99

　このような中、公共事業関係費については、長期に渡り減少傾向が続いている。過去20年の推移を見ると、
東日本大震災復興関係を除けば、当初予算ベースでピーク時（平成９年度）の半分程度、補正予算を加えた
ピーク時（10年度）の３分の１程度まで減少しているなど、真に必要な社会資本整備を推進する上で、財政
面からの制約が大きな課題となっている。
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ガポール、韓国等アジアの他の国が評価を伸ばしており、アジア各国でインフラ整備が進む中、日本の国際プ
レゼンスの低下が懸念される。
　具体的に、港湾のコンテナ取扱量について見ると、中国、シンガポール、香港、韓国の進出により、日本の国
際競争力が低下している。神戸港は昭和55（1980）年に世界４位のコンテナ取扱量であったが、22年（速
報値）では50位外に後退している。

資料）「CONTAINERISATION INTERNATIONALYEARBOOK1982, 2011
March 2011, CONTAINERISATION INTERNATIONAL」より国土交通省作成

港湾取扱量図表106

　また、空港について見ると、羽田空港の利用旅客数は、世界第５位の規模となっているが、貨物量は韓国
（仁川）、中国（浦東）、香港（チェップ
ラックコック）が成田空港を上回ってい
る。
　急成長する東アジア地域の中にあっ
て、中国をはじめ、今後急速に拡大する
東アジア地域の需要を取り込む観点か
ら、国際ビジネス・観光交流の活性化、
交流ネットワークの開発、都市の競争力
向上が重要な課題であり、国際競争の
基盤整備を促進することが必要である。
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3,460

JFK

3,901
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ヒースロー

（ロンドン）
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スキポール
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（パリ）
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4,000

フランクフルト
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4,631
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旅客数
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供 用
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出典：滑走路は「エアポートハンドブック２００７」等
空港聞き取りによる。旅客数、貨物量は
ＡＣＩ（国際空港評議会）データ２０１０他
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4,000
3,750

263

263

53

3,295

3,800 6,033

6,421

388

4

北 京

3,800
3,800

3,200 5,976

1,419

7,395

58

97

155

3,000

2,200

2,800

4,651（ソウル）
（開港：平成１３年３月）

（開港：平成１８年９月）
（開港：昭和５６年１２月）

（開港：平成１０年７月）

（開港：平成１１年１０月）

（ニューヨーク）

（シンガポール）
（香港）（バンコク）

（ドイツ）

（アムステルダム）
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成 田

4,000
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3,216

3,382

213
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利用旅客数
１位：アトランタ（米国）
２位：北京空港（中国）
３位：シカゴ・オヘア(米国)
４位：ヒースロー(英国)
５位：羽田（東京）

資料）国土交通省

世界主要国における空港の整備状況と取扱旅客数・貨物量図表107

　一方、平成23年10月、円相場が一時１ドル＝75円86銭まで上昇し、プラザ合意後最高値を記録した。
アジア新興国需要と記録的な円高の定着が企業の海外投資増加の一因となっている。こうしたことを背景
に、同年の我が国の貿易収支額は昭和38年以来48年ぶりの赤字（▲１兆6,089億円）となった。鉱物性燃
料の価格上昇等による輸入の増加や、震災・海外景気の下振れ等の影響による輸出の減少が原因と推察され
ている。

資料） 内閣府「月例経済報告書」（平成 24 年 4 月）

為替レートの推移図表102
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資料）　財務省「国際収支状況」より国土交通省作成

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23平
成
元 （年）

所得収支　　　貿易収支　　　サービス収支　　　経常移転収支　　　経常収支

（単位：千億円）

日本の国際収支の推移図表104
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資料）　財務省「国際収支状況」より国土交通省作成

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23平
成
元

貿易収支（右軸）　　　輸出（左軸）　　　輸入（左軸）

（年）

（単位：千億円）

日本の貿易収支の推移図表103

（国際競争力を支えるインフラ）
　このように、世界経済において国際競争が激化す
る中で、日本の国際競争力を強化するためには、産
業・都市基盤の整備による立地、就労・居住環境の
改善や、交通ネットワークの強化による移動・物流
サービスの強化が必要である。
　日本の国際競争の基盤整備の状況については、世
界経済フォーラム注による2011年（平成23年）の
インフラ部門国別ランキングを見ると、我が国は15
位と評価されている。概して欧米諸国が高い評価と
なっているが、米国やフランス等の国が過去４年間で
徐々に落ち込みを見せているのに対して、香港、シン

１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位

2011

香港
ドイツ

シンガポール
フランス
スイス
英国
オランダ

アラブ首長国連邦
韓国

デンマーク

（15位）日本

2010

香港
ドイツ

アラブ首長国連邦
フランス
シンガポール
スイス
オランダ
英国
カナダ

スウェーデン

（11位）日本

2009

ドイツ
香港
フランス
シンガポール
スイス

アラブ首長国連邦
カナダ
米国

オーストリア
フィンランド

（13位）日本

2008

ドイツ
フランス
スイス

シンガポール
香港
カナダ
米国

デンマーク
フィンランド
オーストリア

（11位）日本

資料）World Economic Forum 「The Global Competitiveness Report」より国土交通省作成

国際競争力（インフラ部門）国別ランキング図表105

注　�世界経済フォーラムは、独立した中立の国際機関（1971年設立された非営利団体。本部スイスのジュネーブ）であり、政治・経済・学術界のリーダー
と連携して世界、地域、産業に係る諸課題の解決・改善に取り組むことを目的としている。
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（「極端現象」の増加）
　IPCC第４次評価報告書では、「気候システムの温暖化
には疑う余地がない。このことは、大気や海洋の世界平
均温度の上昇、雪氷の広範囲にわたる融解、世界平均海
面水位の上昇が観測されていることから今や明白である」
とされ、さらに、「極端な高温や熱波、大雨の頻度は引き
続き増加する可能性が非常に高い」「将来の熱帯低気圧

（台風及びハリケーン）の強度は増大し、最大風速や降水
強度は増加する可能性が高い」と指摘されている。
　また、IPCCが2011年11月のIPCC第34回総会で
承認・受諾した「気候変動への適応推進に向けた極端
現象及び災害のリスク管理に関する特別報告書」では、
地球温暖化に伴う気候変動の影響により、暑い日／夜の
数の増加、寒い日／夜の数の減少、強い降雨の強度の増
加、平均海面水位上昇による沿岸域の極端な高潮の増
加、熱帯低気圧の活動（風速、発生数、持続期間）の変
化が生じた可能性が指摘されており、気候予測モデルを
使って21世紀末までの極端現象についての大幅な増加
を予測している。特に東アジア地域では、日最高気温に
ついて20年に一度の確率で現在起きている極端現象が
2046～65年において約２～５年に一度の頻度となり、
2081～2100年において約１～３年に一度の頻度となる

年

2005年

2005年

2005年

2005年

2005年

2006年

2006年

2006年

2006年

2006年

2006年

2007年

2007年

2007年

2008年

2008年

2008年

2009年

2010年

2010年

2010年

2010年

2011年

　　災　害

洪水／地すべり

ハリケーン

暴風雨

ハリケーン／洪水

地震

寒波

地すべり

地震／火山噴火

台風

熱波

台風

大雨、洪水

洪水、地すべり

サイクロン

サイクロン

地震

大雨

地震／津波

地震／津波

地震

大雨、洪水

大雨、土砂崩れ

地震／津波

 　国

インド

米国

インド、バングラデシュ

グアテマラ、エルサルバドル、
メキシコ、コスタリカ、ニカラグア

パキスタン、インド、アフガニスタン

ロシア、ヨーロッパ東部

フィリピン

インドネシア

中国、南東部

ヨーロッパ中部

フィリピン

インド

バングラデシュ

バングラデシュ

ミャンマー

中国、四川

インド、パキスタン、ネパール

インドネシア、スマトラ

ハイチ

中国、青海

パキスタン

中国、甘粛

日本、東日本

1,503

5,336

4,049

1,597

74,651

1,000以上

1,122

5,778

1,400以上

2,000以上

1,496

1,752

1,152

4,234

130,000以上

69,227

2,700以上

1,117以上

222,570

2,220以上

1,960以上

1,760以上

18,870

（注）１　死者・行方不明者数に関しては1,000名以上の被害があった災害のみ記載
　　　２　東日本大震災については、平成24年４月4日現在
資料）内閣府「平成20年版　防災白書」、「平成22年版 防災白書」、理科年表より
　　　国土交通省作成

死者・
行方不明者数

2005年以降の世界の主な災害図表110

20世紀末（1981-2000 年）に20年間に一度しか起こらなかった日降水量が、2046-2065 年、2081-2100 年に何年に一度の
降水となるかを示したもの。

排出シナリオはB1（青）、A1B（緑）、A2（赤）による。

資料）気候変動に関する政府間パネル（IPCC）「気候変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリスク管理に関する特別報告書」

日降水量の20年再現値の再現期間の変化予測（年）図表111

4 地球温暖化・気候変動により脆弱となる国土

　持続可能な国土・地域づくりに向けては、前述した人口減少、高齢社会、財政制約、国際競争の激化といっ
た社会経済的制約要因とともに、地球温暖化に伴う気候変動による国土の脆弱化が深刻な課題である。

（地球温暖化の状況）
　IPCC（国連の「気候変動に関する政府間パネル」）の第４次評価報告書（2007年）によると、大気中の
温室効果ガスは、人為的排出量（2000～2005年）が約72億炭素トン/年で、自然の吸収量の約31億炭
素トン/年の２倍以上となっている。2005年の大気中のCO2濃度は379ppm注1で、年1.9ppm（1995～
2005年平均）の割合で増加している。我が国のCO2濃度についても、2012年には、気象庁の観測地点にお
いて1987年の観測開始以降初めて大気中のCO2濃度（月平均値）が400ppmを超えた注２。
　このような温室効果ガス濃度の増加が気候に及ぼす影響については、気象庁の分析によると、世界の年平
均気温は、100年当たり約0.68℃上昇している。日本については、100年当たり約1.15℃上昇と世界平均よ
り高く、東京はヒートアイランド現象注３等の影響もあり、約３℃上昇している。

（年）
資料）気象庁

日本の年平均気温偏差図表108

資料）気象庁

（年）

主要都市の年平均気温の推移図表109

注1　ppm（100万分の1）は、乾燥空気中の全分子数に占める温室効果ガスの分子数の割合
注2　岩手県大船渡市綾里において、平成24年３月、４月の月平均値が、それぞれ401.2ppm、402.2ppm（ともに速報値）を記録した。
注3　ヒートアイランド現象とは、都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象を指す。
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歌山県、奈良県、三重県等で死者78名、行方不明者16名となった。また、複数の深層崩壊注１が発
生し大きな被害が生じたほか、大規模な斜面崩壊に起因する河道閉塞注２17箇所が形成され、その
うち５箇所において、その後の降雨による河道閉塞の決壊に伴う重大な二次災害のおそれが生じ
た。また、９月13日に発生した台風第15号は、20日には中心気圧が940ヘクトパスカル、最大風速が 
45m/秒の非常に強い台風となった。21日に静岡県浜松市付近に上陸した後、強い勢力を保ったまま東海地
方から関東地方、そして東北地方へと進んだことにより、西日本から北日本にかけての広い範囲で暴風や記
録的な大雨となった。風については、東京都江戸川区臨海町で最大風速が30.5m/秒となり、統計開始以来
の観測史上１位を更新するなど、各地で暴風を観測した。また、統計期間が10年以上の観測地点のうち、最
大72時間降水量で36地点、最大風速で20地点が統計開始以来の観測史上１位を更新した。台風第15号
により、宮城県、静岡県、愛知県等で死者18名、行方不明者１名となり、沖縄地方から北海道地方の広い範
囲で住家損壊、土砂災害、浸水害等が発生した。

（低炭素社会への厳しいみちのり）
　地球温暖化の原因となる温室効果ガスの削減については、平成９年に京都で開催された気候変動枠組条約
第３回締約国会議（COP3）において、先進国及び市場経済移行国の排出削減について数値目標を定めた京
都議定書が採択された（平成17年発効）。同議定書においては、平成20年から24年までの５年間で、先進
国全体で少なくとも基準年（原則平成２年（1990年））比５％の削減を目指すこととされており、我が国の
削減目標は６％とされた。
　平成23年12月に南アフリカのダーバンで開催された気候変動枠組条約第17回締約国会議（COP17）に
おいては、京都議定書の温室効果ガス削減義務を平成25年以降も継続し、米国や中国を含むすべての国が
参加する新たな枠組みを平成32年（2020年）に発効させるとした「ダーバン合意」が採択された。日本は
議定書そのものからは離脱しないものの、削減義務の延長には参加せず、自主的な取組みを続け、削減量等
の報告義務を負うこととされた。国土交通省としても、省エネや再生可能エネルギーの利用を推進し、気候
変動分野での国際協力に積極的に貢献することが必要である。
　一方、最近における我が国の温室効果ガスの排出量を見ると、平成22年度において、前年度比で＋4.2％、
基準年比で－0.3％であり、吸収源対策と海外クレジットを考慮すると、基準年比－10.1％である。国土交通
行政は、CO2排出の過半を占める運輸部門、家庭部門、業務その他部門に関わっている。同年度のCO2排
出量の内訳を見ると、運輸部門からの排出量は約２億3,200万トンとなり、運輸部門からの排出量は減少傾
向にあるものの、依然として産業部門に次いで排出量が多く、全体の約２割を占める。また、家庭部門、業務
その他部門からの排出量はそれぞれ１億7,200万トン、２億1,700万トンで、それぞれ全体の14.4％、18.2％
を占めている。

注１　斜面崩壊のうち、表土層だけでなく深い地盤まで一体的に崩れる現象。大規模な崩壊となることが多い。�
注２　�大雨や地震で斜面が崩れ、崩落した土砂が河川をせき止める現象。「天然ダム」「土砂ダム」等とも呼ばれる。上流の水位が上昇し越流した場合、大

規模な土石流や洪水氾濫が発生することがある。

こと、日降水量について20年に一度の確
率で現在起きている極端現象が2046～
65年において約７～12年に一度の頻度と
なり、2081～2100年において約５～10
年に一度の頻度となる可能性が指摘され
ている。
　このように、地球温暖化が進むと極端現
象の発生頻度が変化すると考えられ、異
常気象や気象災害の多発が懸念される。
　世界の状況を見ると、2011年の主な異
常気象・気象災害は右図のとおりであり、
タイで起きたチャオプラヤ川流域の洪水は記憶に新しいところである。
　我が国の状況を見ると、１時間降水量50ミリ（mm）を超える大雨の発生回数は長期的に増加傾向（30
年で約1.3倍）にあり、１時間降水量100ミリを超える大雨の発生回数も増加傾向にある。
　また、年平均の土砂災害発生件数もここ30年間で約1.3倍に増加している。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

資料）気象庁資料より国土交通省作成

年
間
発
生
回
数
（
1,
00
0
地
点
当
た
り
）

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
（年）

0.0

4.6

1.0

1.9

0.9

0.0

4.6

2.7

0.0

1.8

0.9

1.8

7.0

3.5

0.9 0.9

1.7

0.0 0.0

2.6 2.6

3.5

1.7

6.9

5.2 5.2

4.1

5.8

4.8

1.6

0.0

2.4

3.1

1.6

5.5

0.0

1976～1986年

20回

1987～1998年

26回

1999～2010年

48回

1時間降水量100mm以上の年間発生回数（1,000地点当たり）図表114
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資料）気象庁資料より国土交通省作成

年
間
発
生
回
数
（
1,
00
0
地
点
当
た
り
）

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
（年）

1976～1986平均

168 回
1987～1998平均

195 回 1999～2010平均

226 回

222

170
147

225

157
140

230

186

110

157

103

188

251

190

295

156

112

256

132

159

95

178

207

331

275
245

174
192

196

360

243 254

194

169

209

1時間降水量50mm以上の年間発生回数（1,000地点当たり）図表113

　台風についても、平成23年８月25日に発生し
た台風第12号が猛威を振るったことは記憶に新
しい。 マリアナ諸島の西の海上で発生した大型
の台風第12号は、発達しながらゆっくりとした速
さで北上し、9月３日10時頃に高知県東部に上
陸、その後もゆっくりと北上した。このため、西日
本から北日本にかけて、山沿いを中心に広い範囲
で記録的な大雨となった。特に紀伊半島では、８
月30日17時から９月５日24時までの総降水量は
広い範囲で1,000ミリを超え、奈良県上北山村上
北山では72時間雨量が1,652.5ミリとこれまでの
国内の観測記録である1,322ミリ（宮崎県美郷町
神門（みかど））を大幅に上回り、総降水量は1,814.5ミリに達し、一部の地域では解析雨量で 2,000
ミリを超えるなど、記録的な大雨となった。このため、土砂災害、浸水、河川のはん濫等により、和

0
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1,500

2,000

2,500

3,000
（件）

過去30年間の土砂災害発生件数
平均991件/年

昭和57年～平成13年
平均912回/年

昭和57～平成3
平均897回/年

平成4～13
平均927回/年

平成14～23
平均1150回/年

平
成
元

58 59 60 61 62 63 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23昭
和
57 （年）

最近10年

（注）平成4年～7年の雲仙普賢岳による火砕流を除く。昭和57年の土石流、
　　　地すべりの件数は推計値
資料）国土交通省

土砂災害発生件数の推移図表115

資料）気象庁

主な異常気象・気象災害の分布図（2011年）図表112
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　京都議定書目標達成計画に基づき多くの対策・施策を展開し、大きな削減効果が得られたものが多いが、
目標達成の見込みが低いと評価された対策もある。今後の対策・施策を検討するに際し、これまでの取組み
と効果にしっかりと評価を加えるとともに、欧米諸国の先進的事例等を参考としつつ、必要となる対策・施策
の追加・強化を実施することが重要な課題である。これらの取組みは、地域経済の活性化の観点からも、関
連産業の競争力強化により雇用の創出につながる可能性が期待できるとともに、再生可能エネルギーの導入
は、災害に対する対応力の高い自立分散型のエネルギーシステムの確立にも資することとなる。

対策名 
排出削減量（万ｔ-CO2)  

最新の実績(注2） 
(2007～2010年度) 

目標2010年度 
（注3）  

１．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策 

エネルギー起源二酸化炭素 8,503 9,430～9,560 

○運輸部門 5,375 5,520～5,650 

1 
環境に配慮した自動車使用の促進 
（エコドライブの普及促進等による自動車運送事業等のグリーン化） 

145 139 

2 自動車単体対策 2,252 2,470～2,550 

3 高速道路での大型トラックの最高速度の抑制 85 47.1～96.8 

4 高速道路の多様で弾力的な料金施策 24 20＋α 

5 自動車交通需要の調整 29 30 

6 高速道路交通システム（ＩＴＳ）の推進（ＥＴＣ） 22 20 

7 高速道路交通システム（ＩＴＳ）の推進（ＶＩＣＳ） 235 240 

8 路上工事の縮減 65 68 

9 ボトルネック踏切等の対策 15 18 

10 海運グリーン化総合対策※ 132 126 

11 鉄道貨物へのモーダルシフト※ -2 80 

12 トラック輸送の効率化 1,519 1,389 

13 国際貨物の陸上輸送距離削減※ 227 262 

14 省エネに資する船舶の普及促進 2 0.94 

15 公共交通機関の利用促進 327 375 

16 鉄道のエネルギー消費効率の向上 84 44 

17 航空のエネルギー消費効率の向上 215 191 

18 環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）の普及展開 - - 

19 荷主と物流事業者の協働による省ＣＯ２化の推進 - - 

20 グリーン経営認証制度の普及促進 - - 

21 運輸部門における自主行動計画の推進・強化（国土交通省所管17業種） - - 

○業務・家庭部門 3,106 3,890 

22 住宅の省エネ性能の向上※ 660 930 

23 建築物の省エネ性能の向上 2,390 2,870 

24 下水道における省エネ・新エネ対策の推進※ 53 90 

25 住宅の長寿命化の取組 - - 

26 業務部門における自主行動計画の推進・強化（国土交通省所管6業種） - - 

○産業部門（建設施工分野） 22 20 

27 建設施工分野における低燃費型建設機械の普及 22 20 

28 産業部門における自主行動計画の推進・強化（国土交通省所管6業種） - - 

○低炭素型の都市・地域デザイン 0.7～3.2 0.5～2.3 

29 緑化等ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた都市の低炭素化 0.7～3.2 0.5～2.3 

30 集約型都市構造の実現 - - 

31 街区・地区レベルにおける対策 - - 

32 エネルギーの面的な利用の促進 - - 

一酸化二窒素 76 126 

33 下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化※ 76 126 

温室効果ガス吸収源対策（注4） 71 74 

34 都市緑化等の推進 71 74 

２．基盤的施策  

35 気候変動に係る研究の推進、観測・監視体制の強化 - - 

36 地球温暖化対策の国際的連携の確保、国際協力の推進 - - 

国土交通省合計 8,650 9,630～9,760 

（注）１　排出削減量の欄が「－」の対策・施策は、定量的に効果を計ることのできない定性的な対策・施策。自主行動
計画の推進・強化については、各業種の目標年や実績集計状況が異なることから削減量を算出していない。

　　　２　最近の実績とは、各項目につき、2007～2010年度の各年度の実績のうち最新のものを掲載。
　　　３　京都議定書目標達成計画では、2008年度から2012年度の削減量の平均値を目標とするため、便宜的に目標

を2010年度と設定。
　　　４　「温室効果ガスの吸収源対策」の排出削減量は、吸収量を示す。 
　　　５　※印は、過去実績のトレンドから、京都議定書目標達成計画の目標達成の見込みが低いと評価された対策・

施策。
　　　６　国土交通省以外の担当分野を一部含む。

資料）地球温暖化対策推進本部資料より国土交通省作成   

京都議定書目標達成計画における国土交通省の地球温暖化対策図表120目標： ～ 百万トン
（＋ ％～＋ ）

目標： ～ 百万トン
（－ ％～ － ）

目標： ～ 百万トン
（＋ ％～＋ ）

目標： 百万トン
（－ ）

目標： ～ 百万トン
（＋ ％～＋ ）

＊

×

◆

（百万トン ）

年度目標（注）
（ 年度比）

年度排出量
（ 年度比増減率）
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エネルギー転換部門（発電所等）

運輸部門（自動車・船舶等）
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（注）2010年度目標値は京都議定書目標達成計画（2008年3月28日閣議決定）
における対策上位ケースの数値 

資料）国土交通省 

部門別のCO2 排出量の推移と目標図表117
排出量

（億トン ）

基準年
（原則 年）

年度

億 万トン

億 万トン
（基準年比＋

億 万トン
（基準年比 ％）

億 万トン
（基準年比

基準年比 
－8.8 ％ 

基準年比 
－13.7％ 

吸収源 

対策注１
 

海外 

クレジット注２
 

 

億 万トン
（基準年比
＜前年比 ＞

基準年比 
-10.1％ 

森林吸収源対策で3.8％ 
京都メカニズムで1.6％ 
の確保を目標 

京都議定書
削減約束

（ ～ 年）

億 万トン
（基準年比 ％）

（注）１　吸収源対策の目標である3.8％とした。
　　　２　政府が取得済みのクレジット及び民間が取得し政府口座

に移転済みのクレジットを考慮
資料）国土交通省 

我が国の温室効果ガスの排出量の状況図表116
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資料）温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」より
　　　国土交通省作成

自家用乗用車
50.4%

自家用貨物車
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運輸部門のCO２排出量（2010年度）の内訳図表119

CO2総排出量
11億9,200万㌧

　（2010年度確定値）

運輸部門
（自動車、船舶等）
2億3,192万㌧
　≪19.5％≫

業務その他部門
（商業、サービス、事務所等）

2億1,668万㌧
　≪18.2％≫

家庭部門
1億7,181万㌧
　≪14.4％≫

産業部門
（工場等）
4億2,199万㌧
　≪35.4％≫

エネルギー転換部門
8,096万㌧
　≪6.8％≫

その他
6,858万㌧
　≪5.8％≫

（注）　電気事業者の発電の伴う排出量、熱供給事業者の熱発生に伴う
　　　　排出量はそれぞれの消費量に応じて最終需要部門に配分
資料）　温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスイン
　　　　ベントリ報告書」より国土交通省作成

日本の各部門におけるCO2 排出量図表118

82 国土交通白書

持続可能で活力ある国土・地域づくりをめぐる現状と課題第 1 節

83国土交通白書

持続可能で活力ある国土・地域づくりをめぐる現状と課題 第 1 節

持
続
可
能
で
活
力
あ
る
国
土
・
地
域
づ
く
り

第　
章
2

第　
章
2

持
続
可
能
で
活
力
あ
る
国
土
・
地
域
づ
く
り



E10使用の車両 E3 ・ E10専用のガソリンスタンド

資料）国土交通省

２．海外における取組み～ロンドンのEV展開計画～
　ロンドンでは、市長の主導により電気自動車普及の取組みが行わ
れている。2009年５月、ボリス・ジョンソン市長は、ロンドンをヨー
ロッパにおけるEVの中心地とすることを目指し、ロンドンEV展開計
画（An�Electric�Vehicle�Delivery�Plan�for�London）を発表し
た。計画では、2015年までにロンドン全域に25,000箇所の充電ス
タンドを整備し、10万台のEVを導入することとしている。充電スタンドは路上に500箇所、公営駐車場等に
2,000箇所整備し、さらに、企業と協力して、企業の駐車場や商業施設等において残りの22,500箇所を整備
する。
　計画の実現のため、2011年５月、ジョンソン市長の主導のもと、「ソース・ロンドン」と呼ばれるEV充電ス
タンドのネットワーク整備とその利用会員制度が開始された。EVを充電しやすい環境を整えるため、2013年
までに公共の充電スタンドを1,300箇所整備することとし、これにより、ロンドンにはガソリンスタンドよりも
多く充電スポットが作られることになる。EV利用者がソース・ロンドンに登録をして年間利用料（100ポンド）
を支払うと、利用者はソース・ロンドンのどの充電スタンドでも充電を行うことができる。このほか、ＥＶ利用
者はロンドン中心部を走行する際の混雑課金（Congestion�Charge）が免除されるなどの優遇政策も取られ
ている。

資料）ロンドン市

　スウェーデンの首都ストックホルムのハンマルビー・ショースタッドは、ストックホルム市中心部の南に位置す
る居住地区（約200ha、人口約26,000人規模予定）である。ここでは、1990年代初頭から環境に配慮した
大規模な都市開発プロジェクトが進められており、同程度の都市と比較してその環境負荷を半減する先進的環
境都市を目指している。

ハンマルビー地区の目標

全体目標 1990年代前半の住宅地区と比較して、ハンマルビー地区から
排出されるCO2等の環境負荷を半減させる

交通・移動 居住者・通勤者の移動手段の８割を公共交通機関、徒歩、自
転車とする

エネルギー 廃棄物と下水を活用することにより、地域で必要なエネルギー
の半分をまかなう

上下水 ・�一人当たりの水使用量を１日100リットル（ストックホルム
市の消費量が１日200リットル）にする
※現在、150リットル程度まで削減

・�下水中の有害物質の濃度を50％減らし、リンを95％回収
して農業用に再利用する

海外の環境都市～ストックホルム市ハンマルビー・ショースタッド～コ ラ ム

資料）ストックホルム市

　低炭素社会の実現へ向けて、自動車からのCO2排出量を削減するため、国内外で電気自動車等の環境対応
車の普及に向けた様々な取組みが行われている。
１．国内における取組み～環境対応車の導入と離島振興を組み合わせた取組み事例～
　自動車は離島での重要な交通手段であることから、離島地域で、地域の特性を活かした環境対応車の導入
と離島振興とを組み合わせた取組みを進めている事例がある。
　長崎県五島地区：長崎県は、平成21年、同県の離島である五島地区において、電気自動車（EV）、プラグイ
ンハイブリッド車（PHV）と観光ITS（高度道路交通システム）を連動させ、未来型のドライブ観光システムを
目指す「長崎EV＆ITSプロジェクト」を開始した。
　五島地区では、人口減少が著しく、雇用環境も悪化している一方で、世界遺産登録を目指しているキリスト
教関連遺産等の観光資源も多数存在している。そのため、観光等による雇用の創出、交流人口の拡大により、
地域を活性化することを、同プロジェクトの目標としている。
　同プロジェクトにより、五島地区のレンタカー等にEVを138台、PHVを２台導入し、地区内の各スポットに
充電設備を整備した。さらに、ITSスポット、観光情報プラットフォームを整備し、EVレンタカーに観光情報等
を配信した。同プロジェクトは産学官連携により推進されており、国土交通省も事務局として参加し、支援を
行っているところである。

資料）長崎県

　沖縄県宮古島市：政府が環境モデル都市に指定した沖縄県宮古島市では、自然活用型エネルギーの地産地
消による循環型社会の構築を目指している。同市では、最大産業であるサトウキビ産業を活かして、サトウキ
ビから自動車燃料用のバイオエタノールを製造するバイオエタノール実証事業が行われている。ガソリンにバイ
オエタノールを３％混ぜて作られるE３燃料と、同じくバイオエタノール10％混合のE10燃料を利用した車両を
宮古島市役所が導入し、また、これらの燃料を普及させるために、燃料製造所、給油所を建設し、専用タンク
ローリー車による輸送機能を整備している。現行制度ではE10燃料を車両に使用するには国の認定が必要で
あるところ、実証試験として国土交通大臣認定車両25台が導入されている。

国内・海外における環境対応車普及への取組みコ ラ ム
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5 コミュニティの維持が困難となる地域の増加

　人口減少や高齢社会の進展、財政制約、国際競争の激化等、経済情勢が厳しくなる中、追い打ちをかける
ように地球温暖化に伴う気候変動による国土の脆弱化が進んでいる。このような状況の変化の中で、地域に
おける国民の安全・安心な暮らしが脅かされ、コミュニティの維持すら厳しさを増していくことが懸念される。
以下、地域の現状について概観する。

（人口減少や高齢社会への不安）
　地域社会において、国民は何について将来への不安を感じているのだろうか。これに関する国民意識調査
において、平成23年度の今回調査と18年度調査の同じ設問を比較してみたところ、「不安」と答える人の
割合は18年度の約３割から23年度では５割以上に増加し、約半数の国民が不安を抱えている。また、不安
を感じる最大の要因は、18年度調査時も今回調査時も、「高齢化の進行」である。前回調査に比べ割合が高
まっているのは、「経済衰退」、「雇用機会の減少」、「自然環境の悪化」に加え、「地域医療・福祉体制の悪化」
となっている。地域における経済の疲弊と医療・福祉のあり方が課題となっていることが推察される。
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資料）　国土交通省「国民意識調査」

平成18年度　　　平成23年度

将来について不安を感じる点に関する意識変化図表122

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成
18年度

平成
23年度

あまり不安を感じない　　　まったく不安を感じない　　　わからない

とても不安を感じる　　　　やや不安を感じる　　　　　どちらともいえない

5.1 25.1 24.7 31.2 12.1 1.8

13.4 39.8 20.2 21.8 1.63.4

30.2

53.2

資料）国土交通省「国民意識調査」

5.1 25.1 24.7 31.2 12.1 1.8

13.4 39.8 20.2 21.8 1.63.4

居住地域の将来についての不安に関する意識の変化図表121

　実際、最近における一人当た
り県民所得の推移について見る
と、11年度から21年度にかけ
て、全国平均が約９％低下して
いる。また、地域ブロック別の
推移について11年度全国平均
を100としたときの指数で見る
と、21年度において、関東ブロッ
クのみが100を上回っているが、
他のブロックはすべて100を下
回ることとなるなど、地域間格差
が拡大している。

80

100

120

60

北海道・東北

九州・沖縄

四国

中国 近畿

中部

関東114.1

103.3

平成11年度

平成21年度

平成11年度全国平均（=100）

平成21年度全国平均（=90.9）

（注）１　数値は平成11年度全国平均値を100とした場合の値
（注）２　北海道・東北とは、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟
　　　　　関東とは、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
　　　　　中部とは、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重
　　　　　近畿とは、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
　　　　　中国とは、鳥取、島根、岡山、広島、山口
　　　　　四国とは、徳島、香川、愛媛、高知
　　　　　九州・沖縄とは、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
資料）内閣府「平成21年度県民経済計算」をもとに国土交通省作成

地域ブロック別１人当たり県民所得図表123

　この地区では、下水・廃棄物からのエネルギーで必要エネルギー量の半分をまかなうこととするため、廃棄物
や下水をエネルギーとして活用し、住宅施設の冷暖房や、市営バス、タクシー、ごみ回収車、ガスストーブ等の
燃料として地域内で循環させるシステムを構築している。
　多くの建物の屋根への太陽光パネルの設置も進んでおり、太陽熱を温水供給のために使用しているほか、四
重窓等により住宅・建築物の断熱化を施したり、空気を水に溶かす技術により節水を促進するといった取組み
も見られる。
　また、環境に優しい交通を推進しており、中心部
にLRTを導入しているほか、ストックホルム中心街
にアクセスするバスルートも整備され、地区に接す
る湖では、バイオガスで動くフェリーが早朝から深
夜まで年間を通して運航している。電気自動車に
ついても充電所の設置等により利用を促進してお
り、また、カーシェアリングの導入も進んでいる。
　これらの環境にやさしいまちづくりへの取組みは
「ハンマルビー・モデル」とよばれ、世界から注目
されている。

エネルギー
１．可燃性の廃棄物は、地域暖房や
発電に使用する
２．バイオマス燃料は、地域暖房や
発電に使用する
３．処理済みの汚水は、地域冷暖房
に使用する
４．太陽エネルギーは、発電や温水
に使う。電気は環境ラベル
（Good Environmental Choice 
Label）の基準を満たす
５．下水汚泥や生ゴミからバイオガ
スを抽出する

廃棄物
６．可燃性の廃棄物は、地域暖房や
発電に使用する
７．生ゴミは生物分解によりバイオ
ガスとし、自動車の燃料として使
用する。おがくずや樹皮などは栄
養価の高い肥料とする
８．新聞、段ボール、ガラス、金属
など、リサイクル可能なものはす
べてリサイクルする
９．有害廃棄物や電池等は、リサイ
クルするか、埋め立てる

水と下水
10．道路にたまった雨水は地域で
処理し、下水処理場に負担をかけ
ない
11．庭や屋根の雨水は、ハンマル
ビー湖に流す
12．汚水は、処理した後、地域冷
暖房に活用する
13．生物分解された下水汚泥から
バイオガスを抽出する
14．生物分解した下水汚泥を肥料
として使う

資料）ストックホルム市

ハンマルビー・モデル

資料）ストックホルム市
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3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

平成2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
（年）

 （注）１.　住宅価格のデータは、(株)不動産経済研究所「全国マンション市場動向」による 新規販売民間分譲マンションの平均値より作成
　　　        ※首都圏：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 　
 中部圏：名古屋市、名古屋市近郊、岐阜県、三重県、静岡県（ただし平成22年は岐阜県を含まない） 　
 近畿圏：大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県 
 　　　２.　年収は、平成12年までは総務省「貯蓄動向調査」による京浜葉・中京・京阪神の各大都市圏 及び全国の勤労者世帯平均収入
　　　        平成13年は、総務省「家計調査報告（貯蓄・負債編）」による平成14年1～3月平均の勤労者世帯年収、平成14年以降は年平均の勤労者世帯年収 　　　　　
資料）不動産経済研究所「全国マンション市場動向」、総務省「家計調査」等より国土交通省作成

首都圏　　　　中部圏　　　　近畿圏　　　　全国

6.2

5.8
5.0

4.8

（倍）

住宅（マンション）価格の年収倍率の推移図表125

（住宅ストックと居住ニーズのミスマッチ）
　また、住宅の使われ方を見ると、住宅ストックと居住ニーズのミスマッチが生じていることも問題である。
世帯構成と住宅の広さの関係を見ると、高齢者単身世帯や高齢者夫婦世帯のうち５割以上が100㎡以上の住
宅に住んでいる一方、4人以上世帯の約3割が100㎡未満の住宅に住んでおり、住宅の需給にミスマッチが生
じている可能性がある。

0 200 400 600 800 1,000（万世帯）

～ 49m2　　　50～ 69m2　　　70～ 99m2　　　100～ 149m2　　　150m2 ～

65才以上の単身
及び高齢夫婦

４人以上世帯

資料）　総務省「平成20年住宅・土地統計調査」をもとに国土交通省で特別集計したものを加工

14431 91 192 242

3128 59 210 364

14431 91 192 242

3128 59 210 364

100m2以上の持家が5割以上100m2以上の持家が5割以上100m2以上の持家が5割以上

100m2未満の持家が約3割100m2未満の持家が約3割

世帯類型と住宅の延床面積（持家）図表126

（中古住宅流通・リフォーム市場の発達に向けて）
　最近における経済情勢の変化等により新規住宅取得が困難となる中で、既存（中古）住宅市場の重要性が
高まっている。また、住宅ストックと居住ニーズのミスマッチの解消に向けても、既存住宅市場の整備が必要
である。しかしながら、我が国の住宅市場における既存住宅の流通シェアの推移を見ると、近年増加傾向に
あるものの、13.5％にとどまっており、米国の90.3％、英国の85.8％等と比較すると、国際的には極めて低い
流通シェアである。

　また、地域の生活を支えるサービス産業について、現状立地している確率が50％及び80％を超える市町
村人口の規模を調査した結果を見ると、野菜・果実小売業等、食料品サービス業は１万人未満であっても立
地しているのに対し、医療・福祉サービスが50％以上の確率で立地している市町村の人口規模は１万人以上
が必要であることが分かる。今後、地域の人口減少・高齢社会の進展により、医療・福祉サービスの確保が
困難な地域の増加も懸念される。

＜当該市町村に立地する確率が50％及び80％を超える人口規模＞ （市町村を生活関連サービスの供給単位とした場合）
0～2,000人 2,000～4,000人 4,000～6,000人 6,000～8,000人 8,000～1万人 1～2万人 2～5万人 5～10万人 10～20万人 20～50万人 50万人～

対家計サービス

対企業サービス

うち、
医療・福祉

500人
各種食料品小売業

2,500人
織物・衣服・身の回り品小売業
2,500人 3,500人

3,500人

3,500人

3,500人

12,500人

17,500人

17,500人

32,500人 77,500人 175,000人 325,000人

32,500人 57,500人 92,500人 375,000人

42,500人 72,500人 87,500人 425,000人425,000人

42,500人 67,500人 125,000人 175,000人 325,000人

47,500人 125,000人 225,000人

12,500人

12,500人12,500人

12,500人6,500人

7,500人 27,500人 175,000人 475,000人

9,500人 17,500人

9,500人 27,500人

27,500人

27,500人 77,500人

82,500人

87,500人 275,000人

275,000人

325,000人

175,000人22,500人

17,500人 37,500人

32,500人 62,500人
125,000人

97,500人

67,500人 125,000人 325,000人

225,000人

275,000人87,500人

275,000人72,500人

12,500人

12,500人 27,500人

27,500人

52,500人

500人
その他の飲食料品
小売業（コンビニ等）

500人
　　郵便局

500人
燃料小売業

500人

500人

1,500人

1,500人

1,500人 3,500人

2,500人 4,500人

4,500人 12,500人

1,500人 5,500人

4,500人

3,500人 4,500人

7,500人
理容業

一般診療所 歯科診療所

介護老人福祉施設

その他の老人福祉・介護事業

介護療養型医療施設

訪問介護事業 有料老人ホーム

著述・芸術家業

損害保険業

有線放送業

法律事務所

公認会計士事務所

インターネット附随サービス業

広告代理業 特許事務所

生命保険業

不動産賃貸業

ソフトウェア業

介護老人保健施設

美容業

酒場、ビヤホール

野菜・果実小売業

その他の各種商品小売業
（従業員50人未満の百貨店・よろず屋等）

興行場、興行団

公衆浴場業 博物館・美術館
鮮魚小売業

食肉小売業 百貨店，総合スーパー 映画館

銀行 ハンバーガー店 バッティング・テニス練習場

カラオケボックス業 フィットネスクラブ （参考）スターバックス・コーヒー

葬儀業 火葬・墓地管理業

保育所

病院

学習塾

洗濯業

医薬品・化粧品小売業

存在確率 ＝ X100（%）一定人口規模で当該産業の事業所が存在する市町村数
一定人口規模の全市町村数

一定の人口規模の市町村のうち、当該産業の事業所が１つでも存在する市町村の割合（存在確率）
が50％（左端）と80％（右端）を上回るような人口規模で、最も小さいもの（値は区間平均。
例えば、0～1,000人の市町村で最初に50%を超えた場合は500人と表記）。

※存在確率の算出においては、各人口
規模別の市町村数を考慮して、1万人
以下の市町村は1,000人毎、1万～10
万は5,000人毎、10万人以上は5万人
毎に区分して計算。

左端：存在確率50％

100％
存在確率

人口規模

80％

50％

存在確率50%
の人口規模

存在確率80%
の人口規模

右端：存在確率：80％

※人口1万人未満の市町村の数
平成12年：1557

（出典）病院・一般診療所・歯科診療所：厚生労働省「平成21年地域保健医療基礎統計」
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設：厚生労働省「平成20年介護サービス施設・事業所調査」
スターバックスコーヒー：Starbucks Coffee Japan ＨＰ、その他の事業所：総務省「平成18年事業所・企業統計調査」及び
「国勢調査」をもとに、国土交通省作成平成17年：787

平成22年：482
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各種食料品小売業

2,500人
織物・衣服・身の回り品小売業
2,500人 3,500人

3,500人

3,500人

17,500人
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人口規模別サービス図図表124

（住宅取得の経済環境の変化）
　最近において、新規住宅取得のための経済環境は厳しくなってきている。住宅（マンション）価格の年収
倍率の推移を見ると、かつて、いわゆるバブル期の地価高騰等により、特に大都市地域において住宅（マン
ション）価格が上昇し、平成２年のピーク時に首都圏で8.0倍となったが、その後、住宅価格は下落傾向をた
どり、10年には4.7倍まで低下した。しかし、近年では特に首都圏において住宅価格が上昇する一方で、勤
労者世帯の年収は低下傾向にあるため、22年に6.2倍と年収倍率は高い水準で推移している。
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（老朽住宅ストックや空き家の増加）
　今後、築後30年を経過するマンションが大幅に増
加する。10年後の平成33年（2021年）末には235
万戸、20年後の平成43年（2031年）末には406万
戸となる見込みとなっている。
　建築基準法の耐震基準が強化された昭和56年

（1981年）６月より前に着工したマンションは、耐震
性が劣っているおそれがあるが、耐震診断や改修工事
は費用負担が大きい。マンション管理組合等の建替
えニーズにも着実に対応していくことが必要である。
　また、近年、空き家率が上昇しており、平成20年
時点で約13％にまで拡大、全国の空き家の数は約
757万戸となっている。空き家率は特に地方部で高
くなっているが、空き家数の増加状況を見ると、首都
圏（一都三県）でも15年から20年の５年間に約20
万戸も増加するなど、都市部でも深刻な問題である。
　そのため、空き家等を活用した地方公共団体の地
域活性化等の取組みを推進することが重要となって
いる。東京都では、24年度から空き家を高齢者共同
住宅として活用する方針を打ち出している。

（万戸） （％）

空き家数
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資料）総務省「住宅・土地統計調査」より国土交通省作成
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全国の空き家数及び空き家率の推移図表132
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資料）総務省「住宅・土地統計調査」より国土交通省作成

都道府県別空き家率図表133
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首都圏（一都三県）の空き家数図表134
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大阪府・兵庫県・京都府の空き家数図表135

　また、既存（中古）住宅の流通に際しては、住宅の耐震化、バリアフリー化、高齢社会対応、災害対応、省
エネ対応等のリフォームが必要である。例えば、現在、我が国の既存住宅ストック約4,950 万戸のうち、約
21％に当たる1,050 万戸が耐震性不十分である。
　しかしながら、平成21年における住宅リフォーム市場規模は約5.6兆円と推計されるところであり、我が国
の住宅投資に占めるリフォームの割合は、欧米諸国が50％～80％であるのに比して、30％程度と極めて小さ
い。
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6,000
（千戸） （%）

日本（’08） 米国（’09） 英国（’09） フランス（’09）

新築住宅着工戸数　　　既存住宅取引戸数　　　　既存取引／全体（既存＋新築）取引

（注）１　日　　本：既存住宅流通戸数の平成5年、10年、15年、20年の値は、それぞ
　　　　　　　　　　れ1月から9月までの値をもとに推計
　　　２　フランス：年間既存住宅流通量として、毎月の既存住宅流通量の年換算値の
　　　　　　　　　　年間平均値を採用した。
　　　３　英　　国：住宅取引戸数には新築住宅の取引戸数も含まれるため、「住宅取引
　　　　　　　　　　戸数」－「新築完工戸数」を既存住宅取引戸数として扱った。また、
　　　　　　　　　　住宅取引戸数は取引額4万ポンド以上のもの。なお、データ元である
　　　　　　　　　　調査機関のHMRCは、このしきい値により全体のうちの12％が調査対象
　　　　　　　　　　からもれると推計している。
資料）日　　本：総務省「平成20年住宅・土地統計調査」、国土交通省「住宅着工統計（平
　　　　　　　　成21年計）」（データは2008年）
　　　米　　国：U.S.Census Bureau「New Residential Construction」,「The 2011 
　　　　　　　　Statistical Abstract」（データは2009年）
         英　　国：Department for Communities and Local Government「housing 
　　　　　　　　statistics」（データは2009年）
         フランス：Insee「enquête logement」（データは2008年）http://www.insee.fr/、
　　　　　　　　Ministere de l'Ecologie, de l'Energie, du Developpement durable et 
　　　　　　　　de la Mer「Conseil général de l'environnement et du développement」
　　　　　　　　（データは2009年）
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（注）１　推計には、分譲マンションの大規模修繕等共用部分のリフォーム、賃貸
　　　　　住宅所有者による賃貸住宅のリフォーム、外構等のエクステリア工事は
　　　　　含まれない。
　　　２　「広義のリフォーム」は、戸数増を伴う増築・改築工事費と、リフォーム
　　　　　関連の家庭用耐久消費財、インテリア商品等の購入費を加えた金額
資料）(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる推計
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住宅リフォームの市場規模（推計）の推移図表129
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住宅投資に占めるリフォームの割合の国際比較図表130
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　バス事業者の経営環境も厳しく、全国の路線バス事業者のうち赤字の事業者は7割程度となっており、と
りわけ地方部においては赤字の事業者は約9割に及んでいる。こうした状況の中、バス事業者の倒産、路線
廃止が相次ぎ、毎年2,000km程度のバス路線が完全に廃止されている。

（注）１ 高速バス、定期観光バス及び限定バスを除く、保有車両３０両以上の事業者を対象
２ 大都市部（三大都市圏）とは、千葉、武相（東京三多摩地区、埼玉県及び神奈川県）、

京浜（東京特別区、三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、横浜市及び川崎市）、東海
（愛知県、三重県及び岐阜県）、京阪神（大阪府、京都府（京都市を含む大阪府に隣接
する地域）及び兵庫県（神戸市及び明石市を含む大阪府に隣接する地域））ブロックの
集計値

資料）国土交通省

黒字事業者数の割合

赤字事業者数の割合

全　国

73％

88％

42％
58％

12％

27％

その他地域

大都市部

73％

88％

42％
58％

12％

27％

一般乗合バス事業の収支状況（平成22年度）図表139

廃止路線キロ

１８年度 ２，９９９

１９年度 １，８３２

２０年度 １，９１１

２１年度 １，８５６

８，５９８計
（※）稚内市－鹿児島市間の距離は約1,810キロメートル

乗合バスの路線廃止状況（高速バスを除く）図表140

　一方、高齢者を対象に、住んでいる地域の不便について内閣府が実施したアンケートによると、「日常の買
い物」「医院や病院への通院」「交通機関の未整備」について不便との回答が多く、さらに、人口の少ない市町
村になるほど、不便を感じる割合が高くなっている。 また、今回の国土交通省意識調査によると、公共交通
機関について、今後力を入れてほしい施策としては、「使いやすい料金の設定」に次いで、「公共交通機関の
利用が不便な地域における路線の整備」と回答した人が多い。人口規模の小さい都市ほど多くの人が「路線
の整備」を選択しており、特に５万人未満の都市で、43.6％の人が選択している。

日常の買い物に不便

医院や病院への通院に不便

交通機関が高齢者には使いにくい、 
または整備されていない

散歩に適した公園や道路がない

近隣道路が整備されていない
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（％）

資料）　内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」より国土交通省作成

大都市（東京都区部と指定都市）

小都市（人口10万人未満の市） 町村

中都市（人口10万人以上の市）

住んでいる地域で、不便に思ったり、気になったりすること（複数回答）

住んでいる地域の不便について図表141

通勤時間帯の混雑解消

交通機関相互の連携強化
（乗り換えのスムーズ化）

運転本数の増加など、
使いやすさの向上

公共交通機関の利用が不便な
地域における路線の整備

使いやすい料金の設定

鉄道やバスなどの公共交通機関について、今後どのような
施策に力を入れてほしいと思いますか。（３つまで）

（％）

資料）国土交通省「国民意識調査」
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0 10 20 30 40 50 60

（都市規模別回答）

43.6％43.6％

公共交通機関について、今後力を入れてほしい施策図表142

　こうしたことを背景として、交通の不便な地方部では、買い物や通院等の日常生活に必要な移動のための
手段として、コミュニティバス注や乗合タクシーの導入等、地域の実情に応じた様々な工夫を実践している。

注　コミュニティバスとは、地域住民の利便性向上のため一定地域内を運行するバスで、車両使用、運賃、バス停位置等を工夫したバスサービスを指す。

　また、高齢化が急速に進む中で、高齢単身者・夫婦
世帯が増加しており、2010年から2020年の10年間
で約1,000万世帯から1,245万世帯へ増加すると推
計されている。このような状況を踏まえれば、介護・
医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供す
る住宅を確保することが極めて重要である。全高齢
者における介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合
を見ると、現状において我が国は4.4％に過ぎず、英
国11.7％、デンマーク10.7％と比べて、介護施設・高
齢者住宅等の供給が立ち後れている。

（地域の足を支える地方のバス・鉄道の経営困難）
　急激な高齢化の進展、人口減少、自家用車の普及に
伴う利用者ニーズの多様化等により、ローカル鉄道や
路線バス等公共交通機関の利用者の減少傾向が続い
ている。公共交通の利用者の減少は、鉄道会社やバ
ス会社の経営を悪化させ、路線バスや鉄道路線が毎
年のように廃止されるなど、地域公共交通をめぐる環
境は極めて厳しい状況にある。
　地域鉄道注の経営環境は極めて厳しく、平成22年
度には全92社中73社、約８割の事業者が赤字となっ
ている。事業者の倒産等で、12年４月以降24年４月
までに全国で35路線、673.7kmの鉄軌道が廃止され
た。

施設系 住宅系

米国（2000）

英国（2001）

デンマーク（2006）

日本（2005） 3.5%
2020年までに3～5％に
（国土交通省成長戦略）

資料）国土交通省

0.9%
4.4%

10.7%

11.7%

6.2%

2.5% 8.1%

3.7% 8.0%

4.0% 2.2%

3.5% 0.9%

2.5% 8.1%

3.7% 8.0%

4.0% 2.2%

施設系 住宅系

全高齢者における介護施設・高齢者
住宅等の定員数の割合

図表136
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輸送人員 廃止路線長（累積値）
673.743
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40 40
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40

39 39
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（注）１　昭和63年度以降に開業した事業者を除く71社（輸送人員）
２　平成24年度の鉄軌道廃止キロ数については、24年4月1日付の廃
止路線（長野電鉄屋代線及び十和田観光電鉄）を加えたもの

３　23年度及び24年度の地域鉄道輸送人員については、未集計
資料）国土交通省

地域鉄道の輸送人員と鉄軌道廃止 
キロ数の推移

図表137

注　�「中小民鉄」、「転換鉄道（旧国鉄のローカル線から第三セクター等で引き継がれた鉄道）」、「地方鉄道路線（国鉄時代の工事凍結路線のうち、工事が
再開され、開業後第三セクターが経営を引き継いだ鉄道）」、「並行在来線（整備新幹線の開業により、ＪＲ会社から分離された新幹線と並行して走行
する在来線）」の４つを指す。

北海道ちほく高原鉄道
（平成18年4月）

下北交通
（平成13年4月）

南部縦貫鉄道
（平成14年8月）

くりはら田園鉄道
（平成19年4月）

日立電鉄
（平成17年4月）

神岡鉄道
（平成18年12月）

京福電気鉄道
永平寺線（平成14年10月）

ＪＲ西日本可部線一部
（平成15年１2月）

西日本鉄道宮地岳線一部
（平成19年4月）

高千穂鉄道（平成20年12月）
※一部は平成19年9月で廃止済

名古屋鉄道
竹鼻線・八百津線・揖斐線一部・

谷汲線（平成13年10月）
三河線一部（平成16年4月）

揖斐線（平成17年4月）

南海電気鉄道
和歌山港線（一部）
（平成14年5月）

鉄道

島原鉄道一部
（平成20年4月）

三木鉄道
（平成20年4月）

名古屋鉄道
岐阜市内線・美濃町線・田神線

（平成17年4月）

名古屋鉄道
モンキーパーク・モノレール線

（平成20年12月）

有田鉄道
（平成15年1月）

桃花台新交通
（平成18年10月）

長野電鉄河東線（一部）
（平成14年4月）

のと鉄道
七尾線一部（平成13年4月）

能登線（平成17年4月）

北陸鉄道
石川線（平成21年11月）

軌道

西日本鉄道北九州線
（平成12年11月）

長野電鉄屋代線
（平成24年4月）

十和田観光電鉄
（平成24年4月）

鹿島鉄道
（平成19年4月）

資料）国土交通省

平成12年度以降の地方部の鉄軌道の廃止路線図表138
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40.1 1.0
1.1
0.8

93.2% 2.3%
2.6%
1.9%

路線バス
（30両以上の事業者）

路線バス（29両以下）

高速バス

コミュニティバス・
乗合タクシー

（単位：億人）

事業種別

コミュニティバス

乗合タクシー

系統数

4,314系統

232区域

輸送人員

77百万人

3百万人

路線バス
（30両以上の事業者）

平成 20年度の乗合バス輸送実績図表143
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2009200820072006
コミュニティバス数導入市町村数

資料）国土交通省

887

1,549

1,087

1,963

1,099

2,207

1,130

2,390

コミュニティバスの導入状況図表144

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2009200820072006
事業者数コース数

1,619

813

2,302

927

2,168

895

2,377

919

（注）事業者数は団地型・過疎型の形態により重複しており、延べ数
資料）国土交通省

乗合タクシーの導入状況図表145

　地域鉄道やバスは、地域住民の通学・通勤等の足として重要な役割を担っている。公共交通の空白地帯が
広がれば、自家用車を利用できる人と、高齢者や子供をはじめとする自家用車を利用できない人との間におけ
る生活行動の範囲の格差が生じ、公共交通のサービスが十分でない地方部においては、その格差は一層大き
なものとなることが懸念される。コミュニティの活力を維持し続けるためには、人々の生活利便性の維持や社
会参加の機会が確保される環境を整えることが不可欠であり、生活交通の維持が課題となっている。

　我が国にある有人離島のうち、平成24年４月１日現在、離島振興法の対象となっている254の有人離島に
は総人口の0.3％にあたる約39万人が生活しているが、離島人口は過去10年で約8％減少している。
　離島に暮らす人々の生活を全国平均と比べると、収入
や消費支出はそれぞれ８割、９割程度となっているが、消
費支出のうち、食費や教養娯楽費等は全国平均に比べて
低いものの、交通費は２～５割程度高くなっている。
　医療施設や商業施設等、島内でのサービスが十分でな
いことから、本土とのつながりである離島航路・離島航
空路は離島の生命線となっているが、離島航路の利用者
数は、離島人口の減少等の要因により、14年と18年を
比較すると約11％減となっている。利用者数の減少や燃
油の高騰等、離島航路を取り巻く経営環境は厳しく、減
便（23航路[離島航路の約12％]）、値上げ（66航路[離
島航路の約34％]）や廃止（７航路[離島航路の約４％]）
という選択を余儀なくされた航路も多くなっている。
　離島航路・離島航空路の減便や値上げ等は、島民生活のみならず、観光客の利便性や島内産品の本土への
出荷等、島内産業にも影響を与えるものであり、離島航路・離島航空路の安全かつ安定的な輸送の確保はも
ちろんのこと、サービスレベルの維持・向上は、離島振興の中でも重要な課題となっている。
　このような課題に対処するため、23年度においては、「地域公共交通確保維持改善事業」により、引き続き
離島航路等の維持・改善の取組み等を支援している。また、離島航空路については、23年度税制改正におい
て、航空機燃料税の引き下げ、小型航空機の固定資産税の軽減を行ったところである。

離島航路の状況（平成22年）

現状維持している航路
84%（163航路）

減便又は廃止した航路
16%（30航路）

○離島航路減便・廃止の割合

値上げなし
66%（127航路）

値上げあり
34%（66航路）

○離島航路値上げの割合

（注）離島航路は、離島振興対策実施地域の離島から就航している航路である。
資料）国土交通省「離島振興計画フォローアップ（最終報告）」（平成23年５月）

50

0

100

150
年間収入（平成 20）

消費支出額

食費

光熱・水道費

交通費

教養娯楽費

（注）年間収入は平成20年。それ以外は21年７月、11月の合計
資料）国土交通省「離島の生活構造改善に関する調査」（平成22年）より

国土交通省作成

全国
離島

離島の生活（全国との比較）

離島の生命線としての公共交通コ ラ ム
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（高齢化の進む集落の増加）
　人口減少・高齢化が著しく進む中で、
共同体としての維持・存続が困難とな
るおそれの生じている集落がある。総
務省と国土交通省とが実施した「過疎
地域等における集落の状況に関する現
況把握調査」によると、平成22年時点
において、65歳以上の住民が50％以上
の集落は10,091集落となっている。前
回調査時（18年時点）と比較すると、
こうした集落が占める割合は、12.7％か
ら、15.5％に増加している。
　このように人口減少・高齢化の進展
の著しい集落では、住民の買い物、地
域交通、医療福祉等、日常的な生活サービスの確保や共同施設の維持、生活の相互扶助等が困難となってい
ると考えられる。こうした集落における暮らしを支えるための自治体の取組みやNPO等非営利団体の活動、
また、生活サービスへのアクセス確保等の地域間連携
を図っていくことが課題である。

（豪雪被害の増加）
　さらに、高齢化が進展している集落等、コミュニ
ティ基盤が脆弱となっているところでは、豪雪被害に
見られるように、地域防災力も弱体化している傾向が
ある。
　平成22年度の大雪では、131人が除雪作業中の事
故等により死亡した。23年度の大雪でも、24年３月
29日時点までの人的被害は130人となっており、そ
の多くは除雪作業中の事故であった。犠牲者の６割
以上は65歳以上の高齢者であり、22年度の大雪と同
様の傾向である。
　全国の豪雪地帯市町村に対するアンケート調査結
果によると、豪雪地帯の32％、特別豪雪地帯の48％
の市町村が空き家等の除雪問題が発生していると回
答している。23年12月、秋田県大仙市や横手市等
が、雪で倒壊するなどの危険がある空き家について、
自治体が所有者に適切な管理や解体を指導、勧告、
命令できるよう、「空き家条例」を制定した。
　また、豪雪地帯に指定されている市町村を有する
都道府県は、それ以外の都道府県と比較して建設業
許可業者数の減少率がやや高くなっており、除雪を担

合計九州圏四国圏中国圏近畿圏中部圏北陸圏首都圏東北圏北海道
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（注）北海道：北海道
東北圏：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟
首都圏：茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
北陸圏：富山、石川、福井
中部圏：長野、岐阜、静岡、愛知、三重
近畿圏：滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国圏：鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国圏：徳島、香川、愛媛、高知
九州圏：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
合計は9ブロック＋沖縄県（平成18：13（4.5%）、平成22：14（4.8%））

資料）「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査」をもとに国土交通省作成

11.7
7.3

12.4

18.5
21.8

17.8

24.3
21.0

13.7 15.5

（集落数） （%）

平成18（割合）

平成22（割合）

平成22（集落数）

平成18（集落数）

13.7 15.5

地方ブロック別・高齢者割合50％以上の集落数図表146

外円：原因別割合

内円：年齢別割合

合計

130名

落雪等による死者
20.0％

除雪作業中の死者
73.1％

その他
6.9％

65歳以上
64.6％

65歳未満
35.4％

資料）消防庁資料より国土交通省作成

平成 23年度冬期の雪による死者の発生状況図表147
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（注）１　「問題あり」の内訳のみ複数回答
　　　２　百分率は「問題あり」との回答を100%として算定
資料）国土交通省・内閣府「「平成22年度冬期の大雪」を踏まえた、地域防災力
　　　向上方策に関するアンケート調査」
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平成 22年度の大雪の空き家等の除雪問
題の発生の有無・内容（市町村アンケート）

図表148

う建設業者の確保がより深刻な課題と
なっている。

　豪雪地帯の過疎化、高齢化が進行した地域では、除雪作業の担い手の確保が課題となっている。高齢者世
帯の除雪を支援するため、ボランティアを積極的に活用している例がある。
　新潟県では、高齢者世帯の家屋周りの除雪作業等を手伝う除雪ボランティア「スコップ」による活動を行っ
ている。県内外から広くメンバーを募集し、雪処理の担い手が不足する地域でボランティア活動を行うことによ
り、高齢者世帯等の負担軽減、都市との交流拡大、地区内のつながりの強化を図っている。
　ボランティアの登録者を県内外から広く募集し、県内の各市町村での除雪活動への参加を呼びかけている。
県外からの参加者が多いことが特徴であり、活動には地元の方も指導者・安全管理者として参加してボランティ
アと協働するほか、活動中に交流会を実施するなど、地元との交流も重視している。
　「スコップ」の活動参加までの流れは、まず、県のホームページ等からメンバーに登録してもらい、活動日程
が決まると事務局がメンバーに情報をメール等で案内し、参加希望者から申し込んでもらうこととしている（登
録メンバーは、平成24 年３月１日現在、1,156人。６割が県外からの登録で、23年11月から約400人の増
加）。現地までの交通費や宿泊費はボランティアの自己負担となるが、毎回全国から多数の参加がある。
　除雪する家屋は地元が選定するほか、かんじきの履き方、スコップの持ち方、スノーダンプの使い方等を、作
業を通して地元の方から参加者に指導してもらうことにより、除雪作業に不慣れな参加者でも安全に活動でき、
地元の方との交流も生まれている。
　23年度は豪雪であったことから、「スコップ」による除雪ボランティア活動は、県内各所で合計10回となり、
延べ386人のボランティアが除雪活動に参加した。

除雪ボランティア「スコップ」の平成23年度活動状況 

 

資料）新潟県  
   

資料）新潟県資料より国土交通省作成
※2名が1泊2日の活動に2回参加した場合 →延べ8人とカウント 

十日町市川西地区では、地元の雪下ろしボランティア「夢雪隊（むせつ
たい）」と協働。「スコップ」は、家屋周りの除雪を行う（屋根の雪下ろし
は行わない。）。

回 活動日 活動場所 
延べ 

参加人数 

① 
平成24年
1/28～29 

長岡市小国町 
八王子・芝ノ又地区 

39人 

② 2/4～5 
魚沼市 
大白川・横根地区 

82人 

③ 2/4 十日町市川西地域 9人 

④ 2/10 魚沼市内 6人 

⑥

 

2/11～12

 

長岡市小国町

 

法末地区
56人

 
⑦ 2/11～12 魚沼市大白川地区 32人 

⑤

 

2/11

 

糸魚川市内

 

6人

 ⑧ 2/12 新発田市中々山地区 24人 

⑨ 2/18～19 
長岡市小国町 
法末地区 

76人 

⑩ 2/25～26 南魚沼市大倉地区 56人 

合計 延べ16日間 386人

共助による豪雪対策コ ラ ム

平成14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（年度）

資料）「建設業許可業者数調査の結果について（概要）－建設業許可業者の現況（平成23年3月現在）－」

建設業許可業者数の推移（過去10年間）図表149
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6 社会資本の適確な維持管理・更新

（社会資本老朽化の進行）
　我が国では、高度経済成長期に社会資本が集中
的に整備され、これらのストックは、建設後既に30
～50年の期間を経過していることから、今後急速に
老朽化が進行すると想定される。建設後50年以上
経過した社会資本の割合を現在（平成22年度）と
20年後で比較すると、例えば、道路橋は約８％が約
53％に急増する。河川管理施設である排水機場・水
門等についても約23％が約60％、下水道管きょは約
２％が約19％、港湾岸壁は約５％が約53％と急増する。

資料）国土交通省

老朽化する河川管理施設の例

ポンプ設備のインペラ ゲート設備

国道７号　暮坪陸橋（コンクリート橋）山形県の例

1980年（１５年経過）：
主桁下面にひびわれ、錆汁発生

1991年（26年経過）：
主桁PC鋼材の破断

1991年（26年経過）：
耐荷力確保のために
新たに２基の支柱を設置

老朽化する施設図表151

（維持管理・更新費の増加）
　このような社会資本の老朽化の現状にかんがみれば、今後、維持管理・更新費の増大が見込まれる。図表
152は、国土交通省所管の社会資本（道路、港湾、空港、公共賃貸住宅、下水道、都市公園、治水、海岸）を
対象に、過去の投資実績等を基に今後の維持管理・更新費（災害復旧費を含む。以下同じ。）を推計したも
のである。今後の投資総額の伸びが2010年度以降対前年度比±０％で、維持管理・更新に従来どおりの費
用の支出を継続すると仮定すると、2037年度には維持管理・更新費が投資総額を上回る。2011年度から
2060年度までの50年間に必要な更新費（約190兆円）のうち、約30兆円（全体必要額の約16％）の更新
ができないと試算している。
　維持管理・更新費の不足により、適切な維持管理が行われないことになれば、インフラの機能不全により、
人々の生活に影響を及ぼすおそれや、老朽化により事故や災害等を引き起こす可能性が懸念される。実際に、
米国では、2007年にミネソタ州でミシシッピ川に架かる橋梁が崩落する事故が起きている。この事故は死者
13人、負傷者100人以上を出す大惨事となった。古くなったインフラの点検や補修等がおろそかになれば、
インフラの本来の機能の提供が困難になるだけでなく、場合によってはこのような重大事故を引き起こしかね
ない。

 平成22年度 平成32年度 平成42年度

道路橋
※約15万5千橋 約8％ 約26％ 約53％
（橋長15ｍ以上）

排水機場、水門等
※約１万施設 約23％ 約37％ 約60％

下水道管きょ 約2％ 約7％ 約19％
※総延長：約43万km（注）
港湾岸壁
※約5千施設 約5％ 約25％ 約53％

（注） 岩手県、宮城県、福島県は調査対象外
資料） 国土交通省

建設後50年以上経過したインフラの割合図表150

新設（充当可能）費
災害復旧費
更新費
維持管理費
維持管理・更新費が2010年度の投資総額を上回る額

0

５

１０

1５

20

1965　　　　70　　　　75　　　　80　　　　85　　　　90　　　　95　　　2000　　 　05　　　　10　　　　15　　　　20　　　  25　　　  30　　　　35　　　　40　　　　45　　　　50　　　　55　　　60
（年度）

－５

（兆円）

（注）推計方法について
国土交通省所管の８分野（道路、港湾、空港、公共賃貸住宅、下水道、都市公園、治水、海岸）の直轄・補助・地単事業を対象に、2011年度以降につき次のような設定を行い推計。
・更新費は、耐用年数を経過した後、同一機能で更新すると仮定し、当初新設費を基準に更新費の実態を踏まえて設定。耐用年数は、税法上の耐用年数を示す財務省令を基に、それぞれの
施設の更新の実態を踏まえて設定。

・維持管理費は、社会資本のストック額との相関に基づき推計。
（なお、更新費・維持管理費は、近年のコスト縮減の取組み実績を反映）
・災害復旧費は、過去の年平均値を設定。
・新設（充当可能）費は、投資総額から維持管理費、更新費、災害復旧費を差し引いた額であり、新設需要を示したものではない。
・用地費・補償費を含まない。各高速道路会社等の独法等を含まない。
なお、今後の予算の推移、技術的知見の蓄積等の要因により推計結果は変動しうる。

資料） 国土交通省

従来どおりの維持管理・更新をした場合の推計図表152

資料）ミネソタ州道路局

ミネソタ州ミネアポリスの橋梁崩落事故（2007年）図表153

（アセット・マネジメントによる社会資本の経営）
　このような我が国の社会資本の老朽化の問題について、国民がどの程度認知しているだろうか。今回行っ
た国民意識調査によると、「聞いたことがあるが、よく知らない」（36.7％）、「知らなかった」（33.5％）と、約
７割の回答者が十分な認識をしていなかった。また、更新に当たっては、費用負担が増えないようにという前
提があるものの、約６割の回答者が「すべての施設の更新」を進めることを希望する旨回答している。
　国土・地域の安心・安全を支えるという社会資本の最も重要な役割を果たすためには、老朽化したインフ
ラを効率的かつ適切に更新することが求められる。
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資料）国土交通省「国民意識調査」

我が国では、これまでに多くの社会資本が整備され生活が豊かになっ
た半面、施設の老朽化により、今後多くの施設が更新時期を迎えま
す。あなたは、社会資本に老朽化の問題があることを知っていました
か。（ひとつだけ）

0 20 40 60 80 100（％）

29.8

知っていた 聞いたことはあるが、よく知らない 知らなかった

36.7 33.529.8 36.7 33.5
合計70.2％

社会資本の老朽化の問題の認知度図表154

老朽化した社会資本の全てを更新するには、国民の費用負担が増加す
ることも考えられます。その費用負担について、あなたのお考えに最
も近いものをお知らせください。（ひとつだけ）

資料）国土交通省「国民意識調査」

0 20 40 60 80 100（％）

6.7 54.3 24.5 12.6

1.9負担が増えても、速やかに全ての施設の更新を進める

負担が増えないよう、施設の重要度などを考慮しつつ優先順位をつけて更新を進め、
最終的には全ての施設の更新を進める

負担が増えるなら、必ずしも全ての施設を更新する必要はない

その他

わからない　　　

6.7 54.3 24.5 12.6
合計61％

社会資本更新の費用負担について図表155

　また、今後のインフラの更新に当たっては、少子高
齢化や人口減少、環境問題、エネルギー制約といった、
我々が直面する社会情勢の中で、インフラに求められ
る機能や地域のニーズも変化してゆくものであること
を前提に更新しなければならない。逼迫する財政状
況の中、時代の要請に合った適切なインフラ維持管
理・更新を行っていくためには、総合的かつ戦略的な
マネジメントにより、計画に基づいた効果的・効率的
な施設の経営管理を実現する必要がある。
　すなわち、保有する社会資本について、その量、老
朽化の程度や更新のコストを把握し、同時に、人口減少・高齢社会における今後の需要を把握し、計画的・
効果的な維持管理・更新、処分・利活用、複合化、民営化等、社会資本に対する時代的要請、地域のニーズ
を踏まえた社会資本ストックの価値の最大化を図る必要がある。

（社会資本の実態把握（見える化））
　今回の国民意識調査によると、老朽化した社会資
本について「施設の更新が必要」との回答が約６割

（61％）を占めたが、そのために重要なことは「実態
把握（見える化）」と回答した人が最も多く、そのほ
か、「ニーズに合わせた集約・再統合」、「長寿命化」、「一
体的整備」、「多面的利用」と答えた人も多い。
　社会資本の大部分は地方公共団体が管理する施設
であるため、国、都道府県、市町村を通じた社会資本
データベースの整備とそれを活用して広域的な観点
から一定の社会資本サービス水準を確保しながら経
営管理マネジメント（アセット・マネジメント）を行っ
ていくことが今後の検討課題である。

保有する社会資本の
把握
・量、老朽化の程度、
　コスト

保有する社会資本への
需要把握
・人口減少、高齢化
・利用者数の現状・予測

時代的要請や地域のニーズを踏まえた社会資本
のアセット・マネジメント
（長寿命化、複合化、処分、利活用、PPP／PFI
　導入、民営化）

アセット・マネジメント図表156

社会資本の老朽化、維持管理費用の増加が指摘されています。
社会資本の維持管理について、あなたが重要だと思うものをお知らせください。
（3つまで）

0 20 40 60

資料） 国土交通省「国民意識調査」

社会資本の実態（施設の数、配置、
経過年数等）の把握（「見える化」）

地域ニーズにあわせた、撤退等も含む、
社会資本の集約・統廃合

予防的措置による長寿命化

省庁間連携による社会資本の一体的整備
（例：特養施設（厚労省所管）と

公営住宅（国交省所管）の一体整備）

既存の社会資本の多面的利用
（例：鉄道・道路の盛土部分による津波防護）

PPP/PFI（民間資金の導入）の推進

44.8

35.4   　　

26.3  　　　　　

25.9  　　　　　

25.4　　　　　　

10.2  　　　　　　　　　　

（%）

社会資本維持管理で重要だと思うもの図表157

（アセット・マネジメント推進の現状）
　アセット・マネジメントの推進は、以下のとおり大きく３つのレベルに分けて考えることができる。

資料） 国土交通省

○日常的マネジメント：日々の清掃・保全・修繕等の効率化（指定管理者制
度、包括的民間委託等）

○管理的マネジメント：長期的視点からの予防保全によるトータルコストの
縮減（長寿命化計画等）

○経営的マネジメント：社会資本の「選択と集中」戦略及び資金・人材・技術
を組み合わせる経営戦略
（民営化、PFI､連携、合築等）

アセット・マネジメントの３つのレベル図表158

①　日常的マネジメント：日々の清掃・保全・修繕等の効率化
　道路や堤防といった構造物は、日々、疲労・劣化し、損傷が発生していくものであり、利用者の安全の確保
のためには、日常の監視や維持管理が欠かせない。一方で、国・地方公共団体の厳しい財政状況の中では、
コスト削減を図りながら、効率的・経済的に維持管理を実施していく必要がある。
　このため、例えば、直轄国道の維持管理においては、平成22年度に設けた維持管理基準のうち、除草等に
ついては23年度から基準を見直し運用しており、引き続き、地域からの意見等の把握や維持管理に関する
データ収集・分析を行い、適確な維持管理水準について検討を進めるとともに、コスト削減等の様々な工夫・
取組みや、利用者の参画による道路管理として、ボランティア・サポート・プログラムの導入により、清掃、
除草等の日常管理業務に地域住民が参画することを支援している。

②　管理的マネジメント：長期的視点からの予防保全（長寿命化）によるトータルコストの縮減
　既存インフラを効率的かつ
適切に維持・更新していくた
めには、早期発見・補修によ
り、施設全体の長寿命化を図
る「予防保全的管理」が重要
であり、高い耐久性が期待でき
る素材・構造の活用を図り、長
寿命化計画の策定・実施、重
量制限違反車両に対する指導
や処分の厳格な実施等の社会
資本の適正な利用による長寿
命化対策等を推進し、トータル
コストの縮減を実現する必要
がある。

資料）国土交通省

道路の日常的な維持管理図表159
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資料）国土交通省

長寿命化やLCC低減の調査研究や技
術系職員への研修等人材育成の取組
みも実施していく。

社会資本の戦略的な維持管理・更新に向けた取組み図表160

 初期値（平成19）と目標値（平成24）を社会資本整備重点計画で設定

  初期値  実績値（年度末時点）  目標値
  平成19 平成20 平成21 平成22 平成24

 全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率（注1） 28% 41% 54% 63% 100%

 下水道施設の長寿命化計画策定率（注2） 0% 約4% 約8% 約24% 100%

 水門等の河川管理施設の長寿命化率（注3） 0% 約15% 約31% 約47% 100%

 港湾施設長寿命化計画策定率（注4） 約2% 約13% 約58% 約70% 約97%

 老朽化対策が実施されている海岸保全施設の割合（注5） 約51% 約51% 約52% ー 約6割

※全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率について、岩手県、宮城県、福島県は、平成22年４月時点のデータを用いている。    
※都市公園施設については、平成22年度時点で12団体が計画策定済み、150団体が計画策定中。    
（注）１　全国の15ｍ以上の道路橋について「長寿命化修繕計画を策定している橋梁箇所数／橋梁箇所数」    
　　　２　「長寿命化計画を策定した自治体数／耐用年数を経過した下水道管きょを管理している自治体数」    
　　　３　「長寿命化が図られた施設数／2008～2012年度に耐用年数を迎える国の水門等の河川管理施設数」    
　　　４　「長寿命化計画を策定した施設数／重要港湾以上の主な係留施設数」    
　　　５　昭和42年以前に設置された施設について「所要の機能が確保されている海岸保全施設の延長／海岸保全施設の延長」
資料） 国土交通省

社会資本整備重点計画（平成21年３月31日閣議決定）における各施設ごとの長寿命化・老朽化対策の進捗率図表161

③　経営的マネジメント：社会資本の「選択と集中」、複合化、処分・利活用、民営化等
　人口減少、高齢社会における厳しい財政制約の中で社会資本整備を図る上で、政策資源を重点的に投入す
ることが求められており、その「選択と集中」が必要である。
　具体的には、平成23年11月の「社会資本整備重点計画の見直しに関する中間とりまとめ」において、「選
択と集中」の基準が次のとおり定められており、引き続き計画策定に向け検討が進められている。
　①今整備をしないと、大規模又は広域的な災害リスクを低減できないおそれのあるもの 
　②今整備をしないと、我が国産業・経済の基盤や国際競争力の強化が著しく困難になるおそれのあるもの
　③ 今整備をしないと、「持続可能で活力ある国土・地域づくり」の実現に大きな支障をもたらすおそれのあ

るもの 
　④今適確な維持管理・更新を行わないと、将来極めて危険となるおそれのあるもの

　こうした「選択と集中」という社会資本の経営戦略の大きな方向性の下、個々のマネジメント戦略として、

社会資本の管理の効率化、そのための新たな先進技術の導入・規制や計画の見直し、新たな資金調達手法の
確立等、これまでと異なる革新的なアプローチを進める必要がある。これまで実施してきた主な社会資本マ
ネジメントの手法としては、指定管理者・包括的民間委託、民間による社会資本の利活用、PFIの推進、社会
資本の複合化、事業連携・広域連携、民営化等があり、以下にその現状を述べる。
（ア）指定管理者制度・包括的民間委託制度

　指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的を
持つ公の施設について、指定管理者（地方公共団体
が指定する法人）が公共施設の整備・管理を代行す
る地方自治法上の制度である。民間企業や各種法人
その他の団体について指定管理者とすることができ、
施設全体の維持管理や利用料金の設定等を包括的に
代行する。
　本制度は、民間事業者等が有するノウハウを活用す
ることにより、弾力的な運営を行い、利用者サービス
の向上や財務内容の改善等を図ることをねらいとする
ものである。平成15年９月に本制度が導入されて以
降、都市公園、公営住宅等の公の施設の管理において
活用されている。
　一方、包括的民間委託は、詳細な業務運営を定め
ず、性能発注方式によって、一連の業務を民間企業に
委ねることで、民間の創意工夫を活かした効率的な
サービス提供を行うものである。
　主に下水処理場の維持管理に活用されており、その
実施団体数は年々増加し、21年度は118団体となっ
ている。また、契約期間の長期化（約９割が３年契約（最長６年））、民間企業のノウハウの発揮により、平均
約10％のコスト縮減効果が確認されている。さらに、最近は、下水道管路施設についても、施設の老朽化が
進む一方、自治体における厳しい財政状況・職員数減少等により、民間のノウハウを活用した低コスト改築へ
のニーズが高まっており、調査、修繕、改築等をパッケージ発注した包括的民間委託の導入について24年度
にモデル事業を実施し、具体的手法の推進、ガイドライン化を検討することとしている。
（イ）民間による社会資本の利活用

　社会資本を民間に開放することにより、既存のストックを有効活用する手法を展開している。例えば、道
路空間については、適正な道路管理や良好な市街地環境の確保等の観点から、原則利用を制限した上で、高
架下の駐車場利用等、公共的な要素等から認められた範囲で、民間への開放が行われてきた。道路管理用光
ファイバーを収容するために道路の地下に設置されている「情報BOX」についても、施設管理に支障のない
範囲で、民間電気通信事業者等に開放している（平成23年度募集において約18,000km開放）。河川空間
についても、以前は、地方公共団体、公益事業者等の公的主体が公園、運動施設、橋梁、送電線等の公共性
又は公益性のある施設を設置する場合にのみ占用許可がなされてきたが、16年以降、河川敷地の占用に関し
て規制緩和を行い、指定された区域（道頓堀川、堀川等８区域）においてのみ、社会実験として民間事業者
がイベント施設や船上食事施設等を設置する場合においても占用許可の特例（規制緩和）が認められること
となった。

資料）国土交通省
（注）平成21年の全国の都市公園数は98,392

平成18 19 20 21（年）
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

8,308

9,296 9,391
10,630

都市公園における指定管理者制度の導入状況図表162

導入団体数
導入処理場数

（注）1　全国の処理場数2,136箇所（平成21年度末）
　　　2　対象は複数年契約による委託事業
資料）「下水道統計（平成17～21）」より国土交通省作成
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下水処理場における包括的民間委託の導入実績図表163
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　その後、22年５月に策定された「国土交通省成長
戦略」において、道路空間や河川空間のオープン化が
提案されたことを踏まえ、道路空間については、23年
10月、改正「都市再生特別措置法」が施行され、に
ぎわい・交流の創出のための道路占用許可の特例が
導入された。例えば、道路とその周辺の民間開発の
協働が図れる場合に、民間からの収益還元を活用した
新たな官民連携によるインフラの整備・管理を展開す
ること、一般道路を含め、都市の道路空間を活用して
新たなビジネスチャンスを創出する場合等に特例を利
用すること等が考えられる。河川空間についても、23
年度より、社会実験としての区域指定を行わずに全国で規制緩和の実施が可能となった。これにより、イベ
ント施設やオープンカフェの設置等、地域のニーズに対応した河川敷地の多様な利用が可能となり、水辺に
おけるにぎわいの創出や魅力あるまちづくりを通して、都市及び地域の再生等を進めることとする。
　道路空間や河川空間の利用制限を緩和し、これらの空間を民間に開放し、行政財産の商業的利用を図るこ
とにより、民間からの収益還元を活用したインフラの整備・管理の展開、地域活性化にもつながる新たなビジ
ネスの展開等の効果が期待されている。

資料）国土交通省

河川空間利用のイメージ図表165

（ウ）PFIの推進
　PFI（Private Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力
及び技術的能力を活用して行う手法である。我が国の公共施設・インフラ等への民間資金やノウハウの活用
は、昭和60年代におけるNTT、JR等の民営化、いわゆる民活法による第三セクター方式の導入にはじまり、
平成11年には「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI法）」の制定によっ
てPFI制度が確立された。内閣府によると、このPFI法に基づき、23年12月までに実施方針を公表したPFI
事業は393事業となり、総事業費は３兆8,074億円に達している。
　これまで実施された国土交通省関係のPFI事業を見ると、実施件数は24年１月時点で累計101件であり、
事業内容はグラフに示すとおり、庁舎、公営住宅等の建築物が中心となっている。

資料）国土交通省

情報 BOX図表164

資料）内閣府資料より国土交通省作成
資料）国土交通省

（国土交通省所管事業、平成24年1月1日現在）

（注）平成23年12月31日現在

■直轄

■地方公共団体
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河川関連施設

気象衛星の運用

サービス購入型：23件（90％）
独立採算型　　：  3件（10％）

実施方針公表件数（累計） 事業費（累計）

（事業数） （億円）

サービス購入型：56件（75％）
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PFI事業数及び事業費の推移（累計）図表166

　PFI方式による公営住宅整備においては、整備の際に、再編・集約、
余剰地活用等を実施し、効率化を図っている。
　広島県広島市の上安住宅では、県営住宅統廃合計画に基づく建替事
業に際して、PFI方式による宅地造成、公営住宅建設及び余剰地活用
の整備・運営を一体的に進めることとした。事業者が宅地の造成、県
営住宅の建設を行うと同時に、住宅以外の余剰地を活用し、事業地内
に、高齢者福祉施設、託児所等を一体的に整備する。こういった方式
により、民間の有する企画力・技術力を活用して、効率的な整備を行う
ことが可能となった。

公営住宅 余剰地活用（託児所）

PFI による公営住宅の整備コ ラ ム

（エ）社会資本の複合化・集約化・連携
　既存の社会資本を更新する際に、効率化・集約化を図ることも必要である。限られた財源の中で満足度の
高い行政サービスを提供するには、社会情勢や、利用者のニーズの変化に合わせ、施設の転用を行い、複合
的な機能を提供する施設を整備することが求められる。
　市町村等の自治体においては、文化施設・公民館等の公共施設の整理・複合化が進んでいる（さいたま市
等）。国土基盤の社会資本においても、地域ニーズに合わせて、可能なものについては、統合化や複合化、他
の事業主体との連携による効率化等柔軟な対応に取り組むことが必要である。
　例えば、公営住宅については、複合化・集約化が進んでいる。平成23年３月に閣議決定された住生活基
本計画（全国計画）では、公的賃貸住宅団地（100戸以上）と医療・福祉サービス施設、子育て支援サービ
ス施設等との併設状況を、21年の全体比21％から32年の同比25％へと向上させることを目標としている。
また、公営住宅の建替え時に再編、集約化を進めている自治体もあり、公営住宅の管理戸数の推移を見ると、
17年の約219万戸をピークに年々減少し、22年には約217万戸と、5年間で約2万戸減少している。
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資料）国土交通省

建替えと併せて県営住宅１階に地域の福祉・交流拠点を整備している事例（公営住宅健軍団地（熊本県））図表167
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公営住宅の管理戸数の推移図表168

　さいたま市は、すべての公共施設を対象に、効果的かつ効率的な管理運営を推進することを目的とし
て、平成24年６月、「さいたま市公共施設マネジメント計画」を策定・公表した。
　この背景には、同市が旧４市の合併による政令指定都市であり、多くの公共施設（総施設数：約
1，700施設、総建物床面積：約260万㎡）を有し、かつ、それらの多くが昭和40～50年代に建設されて
おり、築後30年以上経過したものが約52％を占めるなど、今後、大規模改修や建替えの大きな波が訪れ
ることにある。それに伴い、大幅に改修・更新コストが増加し、現状の施設をこれまでと同程度に維持す
ると、今後40年の年平均で155億円の財源不足が生じると同市では見込んでいる。また、その人口構造
の特徴から高齢人口の急増が今後見込まれており、公共施設に対する需要・ニーズの変化に対応したマ
ネジメントが必要になっている。

さいたま市における公共施設マネジメントコ ラ ム

　同計画においては、全体目標として、【ハコモノ三原則】「新規整備は原則として行わない（総量規制の
範囲内で行う）」「施設の更新（建替）は複合施設とする」「施設総量（総床面積）を縮減する（40年間
で15％程度の縮減が必要）」、【インフラ三原則】「現状の投資額（一般財源）を維持する」「ライフサイク
ルコストを縮減する」「効率的に新たなニーズに対応する」を掲げるとともに、施設分野ごとの方針を定め
ている。また、公共施設マネジメントの専任担当部署を設置して、トップマネジメントの下、計画を推進
するとしている。
　具体的には、公共施設状況のデータベース化、白書の作成等を通じて、施設の現状と課題を踏まえ、ア
クションプランを策定してマネジメントを実施する。毎年の白書では、施設の整備状況、利用状況、運営
状況、コスト状況等の指標に基づくモニタリングを行う。同白書は公表され、市民、民間事業者等との問
題意識の共有を踏まえたマネジメントが行われることとなる。
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公共施設の建築年別延床面積の状況
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　また、汚水処理においては、施設の効率的な整備や
維持管理のため、集約化や事業連携、広域連携が推
進されている。例えば、下水道と農業集落排水施設、
漁業集落排水施設との接続については、平成22年度
末までに、33府県123箇所において実施中である。
これは、下水処理施設2,136箇所（21年度）のうち
約５％に相当する。
　そのほか、各汚水処理施設（下水道、農業集落排
水施設、合併処理浄化槽等）から発生する汚泥につ
いて、集約化を図り、下水道施設での共同処理を行う
汚水処理施設共同整備事業（MICS）は、22年度末
時点において、28道府県81箇所で実施されている。
　さらに、複数市町村が連携する特定下水道施設共
同整備事業（スクラム）については、14道府県28箇所（22年度末）で実施されている。

　汚水処理施設については、これまで下水道（国土交通省）、農業集落排水（農林水産省）、浄化槽（環境省）
等による整備を行ってきた。
　今後は、これらの老朽化対策を含めた計画的な維持管理の実施に加えて、各自治体において地域ごとの特
徴を踏まえ、汚水処理施設の統合、広域化、連携等についての検討が一層重要となってくる。
　例えば、滋賀県においては、これまでに愛荘町、長浜市で下水道と農業集落排水の接続による汚水処理施設
管理の効率化が行われている。

資料）滋賀県

今後の汚水処理施設のあり方コ ラ ム

資料）国土交通省

MICS事業（汚水処理施設共同整備事業）図表169 （オ）民営化等の拡大
　社会資本の整備・運営主体の民営化につい
ては、コスト削減と民間経営ノウハウの導入に
よるサービスの向上等を主な目的として、これ
までにも行われてきたところである。
　道路分野においては、道路関係四公団が平
成17年に民営化され、高速道路株式会社と

（独）日本高速道路保有・債務返済機構によ
る高速道路事業の実施により、確実な債務返
済と、民間のノウハウ発揮による効率的な運
営による多様なサービス提供に努めている。
　空港管理においては、23年５月に成立した

「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的か
つ効率的な設置及び管理に関する法律」によ
り、24年４月１日に新関西国際空港株式会社

（国が100％出資）が設立されることとなり、
国管理空港である大阪国際空港は、24年７月
１日より関西国際空港とともに同社のもとで一体的に運営されることとなる。
　特定外貿埠頭管理運営においては、埠頭公社の株式会社化により効率化が図られてきており、これまでに、
東京港、大阪港、神戸港において、埠頭株式会社が業務を開始している。
　（空港管理及び港湾管理についてのPPP/PFIの推進に係る今後の取組みについては、７で記述する。）

7 官民連携や広域連携等幅広い連携の強化

　高齢社会の進展に伴い、歳出に占める社会保障関係費のシェアは年々増加している一方で、公共事業関係
費のシェアは低下している。また、行政の財政制約が厳しくなっている一方で、国民が多額の金融資産を保
有している。我が国の家計の金融資産1,488兆円の保有状況について見ると、現金・預金が占める割合が多
く（57％）、その保有世代は60歳以上で約６割を占める。厳しい財政状況の中にあって、国土・地域の活力
を高め、持続的な成長を実現していくためには、民間の知恵と資金を活用し、真に必要な社会資本の整備を
着実に行っていくことが不可欠である。

資料）国土交通省

関西国際空港と大阪国際空港の一体的な運営図表171

資料）国土交通省

道路関係四公団の民営化図表170
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家　計
1,483兆円

民間非金融
法人企業
796兆円

機関投資家
年金基金
117兆円
保　険
381兆円

銀行等
1,546兆円

現金・預金 57%保険・
年金準備金
28%

債権 2%
投資信託 3%

株式・出資金 6%

その他 4%

70歳～
28％

60～69歳
34％

50～59歳
20％

40～49歳
　12％

～39歳 6％

資料）日本銀行「資金循環統計」、総務省「家計調査報告
（貯蓄・負債編）平成22年」より国土交通省作成

現金・預金 57%保険・
年金準備金
28%

70歳～
28％

60～69歳
34％

50～59歳
20％

40～49歳
　12％

家計の金融資産残高の構成比

世帯主の年代別貯蓄保有割合

民間資金の状況図表173

公共事業関係費 社会保障関係費
歳出における公共事業関係費の割合 歳出における社会保障関係費の割合 

平成4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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資料）財務省資料より国土交通省作成

公共事業関係費・社会保障関係費の推移図表172

（PPP/PFIへのニーズの高まり）
　これまで公共事業の主要な実施手法であった国直
轄事業、地方公共団体補助事業・地方単独事業に加
えて、民間の資金・知恵・人材を活用するPPP（官
民連携）/PFI事業が「第三の柱」として成長するた
めの新しい環境整備が重要である。PPP/PFI事業と
しては、包括的民間委託、指定管理者制度、PFI方式、
コンセッション方式等が考えられる。国土交通省で
は、平成22年に策定した国土交通省成長戦略におい
て、空港、港湾等を重点分野として具体的なプロジェ
クトを形成、実施するとともに、行政財産の商業利用
についても積極的に支援することとしている。また、国土交通省関連のPPP/PFI事業費について、2020年
までの合計で新たに２兆円実施することとしている。国土交通省成長戦略を受けて、23年の通常国会で、港
湾運営会社制度の創設を内容とする「港湾法」の改正、関空・伊丹のコンセッション活用を内容とする「関
西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」の制定、「都市再生特別措
置法」の改正を行った。
　政府の新成長戦略（22年６月18日閣議決定）においても、民間資金の活用を促進すべきことが述べられ
ており、
　・ PFI事業規模について、2020年までの11年間で、少なくとも約10兆円以上（従来の事業規模の２倍以

上）の拡大を目指す
　・ その実現のため、コンセッション方式の導入等、PFI制度の拡充を平成22年度に実施する
とされているところである。

資料） 国土交通省

 手法 概要 施設 資金 導入分野
   所有 調達 の例
 包括的  

行政 行政 下水 民間委託
 
指定管理者

  
 

制度
  行政 行政 港湾

 ＤＢＯ  行政 行政 下水 方式
 
ＰＦＩ

  
行政／ 民間 公営住宅 

方式
  

民間
  

コンセッション 
方式
  行政 民間 

空港

     
（予定）

公共施設等の管理運営業務を包括的に民
間へ委託するもの。
公共施設について、民間事業者等が有す
るノウハウを活用することにより、住民
サービスの質の向上を図っていく制度。
公共が資金調達を負担し、設計・建設、
運営を民間に委託する方式。
公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を
活用して行う方式。

公共施設の所有権を民間に移転しないま
ま、インフラ等の事業権を長期間にわた
って民間事業者に付与する方式。

主要なPPP手法図表174

3.社会資本の戦略的な維持・管理

コンセッション方式の導入
等に係るPFI（民間資金等
活用事業）制度の拡充

国及び地方自治体において今後見込
まれる社会資本の更新需要の洗い出し

国及び地方自治体における社会資
本の維持管理、更新投資等マネジ
メントに係る計画の作成の促進

公物管理の民間開放、公務員の民間
への出向の円滑化、民間資金導入の
制度整備等PPP・PFIの更なる活用促
進へ向けた諸施策の実施

公共施設整備を行う際、まずPFI手
法で整備することを検討する制度
の導入に向けた検討

道路・河川空間のオープン化等

2011年度に実施すべき事項 2013年度に実施すべき事項 2020年までに実施すべき成果目標早期実施事項（2010年度）

地域や社会のニーズに対応した国有財産・独立行政法人保有資産の有効活用等

社会資本ストックの効率的、戦
略的な新設・維持管理の実現

2010年～2020年のPFIの事業
規模：少なくとも約10兆円以上
（PFI法施行から2009年末までの
事業規模累計約4.7兆円の少なく
とも2倍以上の拡大）

新成長戦略（平成 22年６月18日閣議決定）抜粋　Ⅳ 観光・地域活性化戦略図表175

　新成長戦略における方針に基づき、23年５月、「民
間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に
関する法律（PFI法）」が改正された。改正後のPFI
法では、コンセッション方式による施設運営が可能に
なったほか、対象施設の中に賃貸住宅、船舶・航空
機等が新たに追加され、民間事業者がPFI事業を計
画し、行政に提案できる制度が導入されている。
　コンセッション方式では、施設の所有権を民間に
移転しないまま、運営権を長期にわたって民間事業
者に付与し、事業者はサービス内容や施設の利用料
金を自ら決定することができる。これによって、事業
者による自由度の高い運営が可能になり、民の経営
努力により低廉な料金設定や質の高いサービスを実
現することが可能となる。
　今回の国民意識調査でも、コンセッション方式の導入について、「財政が厳しい中、民間資金の導入はよい
ことだと思う」と回答した者が45％、「民間部門のノウハウがより一層活用できるのでよいことだと思う」が
30.7％と、民間の資金やノウハウに期待を寄せている様子が推察される。

（関空国際空港及び大阪国際空港に係るコンセッションの実現）
　関西国際空港と大阪国際空港については、平成24年４月１日に新関西国際空港株式会社が設立され、24
年７月１日から同社が両空港を一体的に運営することとなる。同社は、両空港の事業価値を増大し、公共施
設等運営権の設定（コンセッション契約）をできるだけ早期に実現することにより、関西国際空港の債務の
早期の確実な返済を行うとともに、両空港の適切かつ有効な活用を通じて、我が国の国際競争力の強化及び
関西経済の活性化に寄与することを目指すこととなる。

（空港経営改革の推進）
　国管理空港（大阪国際空港を除く27空港）についても、平成23年７月に「空港運営のあり方に関する検
討会」において報告書が取りまとめられた。同報告書では、①着陸料等の収入がプール管理されているため、
空港ごとの経営効率化が図られない、②滑走路等は国が運営する一方で、空港ビル等は民間事業者が運営す

インフラ（空港、港湾等）について、コンセッション方式により民間部門が運営権
を設定するという動きもあります。それに対する以下の考え方のうち、あなたのお
考えにあてはまるものをお知らせください。（３つまで）

0 20 40 60（％）

45.0％

36.6％　　

30.7％  　　　

11.7％  　　　　　　　　

7.1％ 　　　　　　　　　　

12.3％ 　　　　　　　　

19.3％  　　　　　　

45.0％

36.6％　　

30.7％  　　　

11.7％  　　　　　　　　

7.1％ 　　　　　　　　　　

12.3％ 　　　　　　　　

19.3％  　　　　　　

財政が厳しい中、民間資金の導入は
よいことだと思う

商業利用により、地域産業の活性化
にも寄与すると思う

コンセッション方式により民間部門のノウハウが
より一層活用できるのでよいことだと思う

コンセッション方式で民間部門に運営を
まかせることにより、利用料金の上昇が懸念される

コンセッション方式で民間部門に運営を
まかせることにより、サービスの低下が懸念される

効果がわからない

わからない

資料） 国土交通省「国民意識調査」

コンセッション方式について図表176

110 国土交通白書

持続可能で活力ある国土・地域づくりをめぐる現状と課題第 1 節

111国土交通白書

持続可能で活力ある国土・地域づくりをめぐる現状と課題 第 1 節

持
続
可
能
で
活
力
あ
る
国
土
・
地
域
づ
く
り

第　
章
2

第　
章
2

持
続
可
能
で
活
力
あ
る
国
土
・
地
域
づ
く
り



るという運営主体の分離によって、空港全体での一体的・機動的な経営が実施できていない、という２つの
問題点が指摘されたところである。
　こうした課題を解決し、空港の本来の役割を最大限発揮させるために、個別空港ごとの経営を実現するこ
とで、より地域と向き合った空港運営とするとともに、民間の能力を活用して、空港ビルも含めた一体的な経
営を実現することで、機動的空港運営を可能とすることとしている。
　具体的な取組みとして、24年３月に国管理空港等について公共施設等運営権制度を活用した民間への運
営委託を可能とするための法案（「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」案）を第
180回国会に提出した。法案成立後、すみやかに国管理空港の空港経営改革についての実行方針（基本方
針）を策定し、概ね2020年度までに、27空港について空港経営改革を実現する予定である。

（港湾運営会社制度の導入）
　平成23年12月、戦略的かつ効率的な港湾運営を実現するため、民の視点を取り込んだ港湾の一体運営を
担う港湾運営会社制度が創設された。港湾運営会社は、主要コンテナ埠頭等の運営及びポートセールス等を
一元的に実施することとなる。国、港湾管理者は港湾施設の貸付け、無利子資金の貸付け、税制特例等を通
じ総合的支援を行う。24年度から、東京港、横浜港、川崎港、大阪港、神戸港において、順次、港湾運営会
社による効率的な港湾運営を実現する予定である。

資料）国土交通省

民営化（埠頭公社の株式会社化） 経営統合港湾運営
会社指定

東京
H20年4月

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

H23年4月

H24年度早期
東京 東京

外貿埠頭
公社

埠頭株式
会社

特例港湾
運営会社

港湾運営
会社凡例：

京浜

阪神

国際コンテナ
戦略港湾の
一体運営

大阪 大阪

横浜 横浜 横浜

神戸 神戸

大阪

神戸

国際コンテナ戦略港湾における港湾運営会社設立のイメージ図表177

　経済のグローバル化や東アジアの経済成長に伴い、我が国のコンテナ取扱量は増加しているが、日本発着コ
ンテナ貨物のうち釜山港等の東アジア諸港で積み替えて欧米等へ輸出入するコンテナ貨物が急増していること
により、我が国港湾の位置付けが相対的に低下することが懸念されている。
　このような状況において、我が国港湾のサービス水準の向上・コスト低減が東アジア諸港に遅れた場合、我
が国への欧米基幹航路寄港回数が減少することも想定され、これが我が国の経済に影響を与えるおそれがあ
る。
　そこで、港湾機能の強化と合わせて、民の視点の導入による港湾運営の一層の効率化を図ることにより、戦
略的かつ効率的な港湾運営を実現し、持続的に我が国経済を発展させるため、平成23年３月に「港湾法」が
改正され、港湾運営会社制度が創設された。港湾運営会社は、公共性を確保しつつ、民の視点を取り込んだ
港湾の一体運営を担い、主要コンテナ埠頭の運営やポートセールス等を一元的に実施することが期待されてお
り、国による税制特例や無利子資金の貸付け等の支援措置が講じられる。

国際戦略港湾における取組み～民の視点による港湾運営の効率化の推進～コ ラ ム

（PPP/ PFI事業の案件形成）
　国土交通省では、PFI制度に基づく事業を拡大するとともに、新たなPPP/PFI制度の構築と具体的案件形
成を推進するため、平成23年の５月から６月にかけて、地方公共団体及び民間事業者から、官民連携案件の
募集を実施した。
　対象としたのは、①先導的官民連携支援事業、②官民連携事業の推進に関する検討案件、③官民連携事業
による震災復興案件の３分野であり、合計で144件の応募があった。

資料）国土交通省

応募者 補助対象事業

1 府中市 道路施設包括管理検討事業

2 浜松市
公共下水道における包括的民間委託・公共施設等運営
権検討事業

3 豊橋市
「持続的発展が可能な環境先進都市づくり」に貢献する
バイオガス(消化ガス)の精製・都市ガス導管注入事業

4 大阪府、堺市
民間事業者と連携した持続可能な泉北ニュータウン再生
手法検討事業

5
大阪市、大阪
商工会議所

大阪城公園パークマネジメント事業及び「もと市立博物
館」等の民間活用事業

6 箕面市
箕面駅前第一駐車場・駐輪場再整備に係る官民連携調
査検討事業

7
奈良県道路
公社

第二阪奈有料道路の維持管理の包括マネジメント

8 阿南市
改正ＰＦＩ法に基づく公共施設等運営事業方式を採用す
る緊急避難施設を兼ねた全天候型の屋内スポーツ施設
運営事業

9 北九州市 西豪州/北九州市間における下水処理水輸出事業

10 佐賀県 有明佐賀空港の民間運営委託検討調査

11 長崎県 長崎港における埠頭運営会社検討事業

①先導的官民連携支援事業

②官民連携事業の推進に関する検討案件の募集

③官民連携事業による震災復興案件の募集 （応募件数） ６１件

（応募件数） ４９件

（応募件数） ３４件

採択された先導的官民連携支援事業

地方公共団体等に対し、官民連携事業導入の検討に要する調査委託費
を助成することにより、先導的な官民連携事業の事例となる案件の形成を
推進するもの

新たな官民連携事業の導入にあたって検討課題を有する具体的な案件を
広く募集し、それらを題材として国土交通省が調査・検討を行うことで、新
たな官民連携事業の普及促進を図るもの

震災復興に官民連携手法の活用を検討する具体的な案件を募集し、被災
地のニーズを基に、国土交通省において官民連携手法の課題整理等を行
い、導入可能性調査を実施することで、震災復興に係る官民連携事業の
案件形成を促進するもの

PPP／ PFI事業の案件形成図表178

　先導的官民連携支援事業については11件採択し、採択された各地方公共団体等において、公共下水道、
有料道路等の個別の公共施設におけるPPP/ PFI手法の導入方法策等について調査検討を行った。
　官民連携事業の推進に関する検討案件については、応募のあった案件を基に検討課題を設定の上、公共施
設等運営事業等における経営面の課題の検討、官民連携事業による複数公共施設の包括マネジメントの効果
検討等を行った。
　官民連携事業による震災復興案件については、11件の案件の調査検討を実施した。具体的には、福島県に
おける官民連携による地域特性を踏まえた災害公営住宅等の整備に係る検討、宮城県石巻市における官民連
携手法を活用した津波避難モール整備手法検討、岩手県山田町における被災地復興のための官民連携による

　国際コンテナ戦略港湾（阪神港、京浜港）においては、
24年度中の港湾運営会社制度の導入に向け、関係者によ
る調整が進められている。

大阪港 夢州コンテナヤード

資料）国土交通省
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仮設コミュニティ形成検討等を実施した。

（海外において積極的に活用されるPPP/PFI）
　PPP/PFIの発祥地英国をはじめとして、海外では、公共投資と財政健全化の両立という課題への対応とし
て、PPP/PFIの導入が積極的に進められている。特に、インフラ整備のための資金調達の仕組みとして、海
外で活発に行われているのがインフラファンドである。インフラファンドは、投資家から資金を集め、道路、
鉄道、港湾等のインフラへの投資を行う基金であり、その資金調達額は、ピーク時の2007年には442億ドル
に上っている。その後、経済危機により落ち込みを見せているものの、2010年以降、回復の兆しが見えてい
る。インフラへの投資は、リスクが少なく、長期間の運用に向いていること等から、オーストラリア、カナダ、
英国等では、インフラファンドを通じた、年金・保険機関による資金運用が拡大している。

投資家 本社の所在地
過去5年間の投資額

（百万ドル）

1 Macquarie Group オーストラリア 30,655.0
2 Goldman Sachs アメリカ 9,100.0
3 Alinda Capital Partners アメリカ 7,000.0
4 Industry Funds Management オーストラリア 7,000.0
5 Ontario Municipal Employees Retirement 

System カナダ 6,221.9

6 Caisse de dépôt et placement du Québec カナダ 6,110.9
7 Brookfield Asset Management カナダ 5,777.0
8 Global Infrastructure Partners アメリカ 5,640.0
9 Ontario Teachers Pension Plan カナダ 4,862.2

10 Highstar Capital アメリカ 4,300.0
11 Canada Pension Plan Investment Board カナダ 4,250.0
12 Morgan Stanley アメリカ 4,000.0
13 Arcus Infrastructure Partners イギリス 3,564.4
14 Citi Infrastructure Investors アメリカ 3,400.0
15 ABP オランダ 3,190.8

資料）PEI「The Infrastructure Investor 30 2010」より国土交通省作成

インフラ投資家ランキング（2010年）図表180
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資料）「2012Preqin Global Infrastructure Report」より国土交通省作成

ファンド数　　資金調達総額（10億ドル）

非上場インフラファンドの資金調達図表179

　英国では、2011年11月までに契約された
PFIの事業数（財務省に報告されたもの）は、
約700事業あり、その事業資産価値は約540
億ポンド（約７兆円）である。
　その期間設定を見ると、20年以上40年未
満が90％を占めており、また、分野別に見る
と、教育省関係と健康省関係が50％を占め
る。
　さらに、2011年11月、英国政府は、英国年
金基金２機関（The National Association 
of Pension Funds と The Pension 
Protection Fund）との間で、インフラへの新たな投資を促進する官民連携プラットフォームづくり等の環境
整備を行うことで合意しており、政府としては、追加投資の目標を200億ポンド（約４兆円）とするなど、今
後もPFI事業の拡大が見込まれるところである。

資料）英国財務省資料より国土交通省作成
（年）
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英国のPFI事業の推移図表181

（注）40年以上と不明は1％未満のためグラフ内に数値は記載されていない。

資料）英国財務省資料より国土交通省作成

10年未満 

10年以上20年未満 

20年以上30年未満 

30年以上40年未満 

40年以上 

不明 

35%

1%

7%

57%

35%

7%

57%

英国のPFIにおける期間設定図表182

（注）スコットランド等、地方庁のものを除く。

資料）英国財務省資料より国土交通省作成

教育省関係（学校等） 

健康省関係（病院等）

地方省関係（各施設等）

交通省関係（街路灯、高速道路維持管理） 

国防省関係（大学、訓練施設等）

文化・通信・スポーツ省関係

環境・食料省関係（廃棄物処理施設等）

法務省関係（裁判所等）

その他

29%

8%
4%

5%
3%

8%

21%
12%

11%

29%

8%
4%

5%
3%

8%

21%
12%

11%

分野別 PFI実施件数図表183

　その他主な国のPPP/PFI事例の推進状況は以下のとおりである。
オーストラリア：オーストラリアでは、1989 年に契
約が締結されたシドニー・ハーバー・トンネル（シドニー
湾の下を抜けるトンネル）の整備事業をさきがけと
して、PPPが活用されはじめた。2000 年にビクト
リア州が「パートナーシップ・ビクトリア」政策の枠
組を導入し、以後、多くの州と準州にPPP政策が導
入された。最終的に豪州政府協議会（COAG）が
2008 年に豪州インフラ委員会（Infrastructure 
Australia）の設立に同意、同委員会は同年「国家
PPPガイドライン：政策枠組」を策定して、PPP政策
を推進している。

韓国：韓国では1994年、福祉需要の急増による財
政不足を解 決するため、PPP 法 が 制 定 された。
2005年には、発注者に対する支援のため、企画財
政部（日本の財務省に該当）の傘下にある研究機関

（開発研究院）の付属機関として「公共施設管理セ
ンター」が設置され、同センターは各省庁・自治体
に対する専門的支援（導入可能性調査の実施、入札
参加者の提案内容の評価支援等）を行っている。
1994年以降、約600件、約85兆ウォン（約6.2兆
円）のPFI事業が実施されており、2008年にはイン
フラ予算の約18％をPPPが占めていたが、その後
PPPの占める割合は低下している。 その事業内容
は、道路41％、鉄道17％、教育９％、港湾９％となっ
ている。

プロジェクト数 プロジェクト額
（100万豪ドル）

オーストラリア政府
オーストラリア・キャピタル・テリトリー
ニュー・サウス・ウェールズ
ノーザン・テリトリー
クイーンズランド
サウス・オーストラリア
タスマニア
ビクトリア
ウェスタン・オーストラリア
合計

2
0
16
1
2
1
1
18
1
42

706
0

8,000
600
2,500
40
90

6,000
200

18,136
（注）ビクトリアは2009年までのデータ、他は2006年までのデータ
資料）OECD（2010）“Dedicated Public-Private Partnership Units”

2000 年以降のインフラへの PPP 投資（オーストラリア）

資料）韓国建設交通省
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その他主な国の PPP/PFI の導入状況コ ラ ム
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（官民連携によるインフラの海外展開）
　建設・運輸産業の国内市場が中・長期的に縮小傾向にある一方で、アジア等の地域においては、引き続き
インフラ整備への大きな需要が見込まれている。これらの需要を取り込むための官民連携による海外プロ
ジェクトの推進は、新成長戦略の中に重要施策として位置付けられており、トップセールスの展開や各種協議
会の開催、人材の育成、個別企業では対応が困難なリスクに対する支援を行うなど、プロジェクト構想段階か
ら発注・実施段階に至るまで、総合的・戦略的な支援を行うこととしている。

　また、海外のインフラプロジェクトに関し、官民連携による海外展開に向けた取組みを推進するため、民間
企業、地方公共団体、関係機関、関係省庁をメンバーとする協議会を設置・開催している。これまでに、海外
水インフラPPP協議会、海外道路PPP協議会、海外鉄道推進協議会、海外港湾物流プロジェクト協議会、海
外エコシティプロジェクト協議会が開催されており、東アジアを中心とした各国からの参加者も得ているとこ
ろである。
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5,110

7,128

9,216
10,140

9,350

10,296

8,629

7,5257,907

10,251
10,482

10,639

8,5318,601
9,357

12,832

15,926

12,765
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10,347
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（億円）

（年度）

初の1兆円突破
（1983年度）

15,926
過去最高額
1兆6,813億円
（2007年度）

アジア通貨危機
（1997年度）

資料）（一社）海外建設協会（OCAJI）「海外受注実績の動向」より国土交通省作成

我が国建設企業の海外受注実績の推移図表184

　インドは近年、経済自由化・改革を着実に進め、高い経済成長を達成して
いる一方で、経済成長を支えるインフラの整備の遅れが指摘されている。イ
ンドにおけるインフラ整備に対する支援は、今後のインドの経済成長のみな
らず、日本を含むアジア全体の持続的成長にとって重要となることから、国
土交通省では、関係省庁、機関、民間企業と連携し、様々な取組みを行って
いる。
　平成24 年１月には、国土交通大
臣が訪印し関係各大臣と会談、トッ
プセールスを行った。 鉄道大臣と
の会談では、高速鉄道分野におけ
る両国間の協力を加速化するため、
次官級の協議体を設置することで
一致した。 あわせて、デリーにお
いて官民合同による高速鉄道セミ
ナーを開催し、インドにおける高速
鉄道ネットワークの整備に貢献する
ため、日本の優れた新幹線技術や
高速鉄道の整備効果等を紹介した。
また、道路交通大臣との会談では、
道路分野の協力に関する覚書の内
容に合意した。
　今後も、関係省庁、機関、民間企業と連携しながら、多角的な取組みを行うことにより、我が国の民間企業
のインドへの海外展開を支援していく。

インドへのインフラ展開コ ラ ム

　ベトナムは、1986年より開始された「ドイモイ（刷新）」路線の下、市場経済化、対外開放に努め、平成12
年～22年（2000年～2010年）の平均経済成長率は7.26％と高成長を達成している。ベトナムは我が国に
南北高速鉄道や南北高速道路等の案件について協力依頼を行っており、我が国は当該案件について支援して
いるほか、ラックフェン港プロジェクト等の各種インフラプロジェクトについて推進しているところである。23
年11月２日には、国土交通大臣主催のベトナム国首相歓迎朝食会を開催し、様々な分野におけるインフラ整備
に関する協力について意見交換が実施された。
　ベトナムで推進されている各種インフラプロジェクトは、具体的には下記のようなものがある。

（１）ベトナム南北高速鉄道計画：ハノイとホーチミン間の全長約1，600kmを結ぶ計画である。この計画に
ついては、21年12月、ベトナム側から優先2区間（ハノイ－ヴィン間、ホーチミン－ニャチャン間）の実現可能
性調査（F/S調査）が我が国に対して要請され、22年５月、国土交通大臣が訪越し、この２区間に関し、実現
可能な方策を検討することでベトナム側と合意した。同年10月、日越首脳会談において、総理大臣より２区間
のF/S調査実施を決定した旨ベトナムに伝達し、23年５月、（独）国際協力機構（JICA）によりF/S調査が開
始された。国土交通省としても、同調査において設置されている、外部の有識者から成る国内支援委員会に
参画するなど、本調査を支援している。同調査結果の最終報告書は25年３月にベトナム側に提出予定である。

（２）ベトナム南北高速道路：ハノイとホーチミンの間を高速道路で結ぶ計画であり、我が国の高速道路会社

ベトナムへのインフラ展開コ ラ ム

資料）国土交通省

資料）国土交通省
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（「新しい公共」の参画の推進）
　地域の課題を解決する新たなアプロー
チとして、これまで行政が担ってきた公
共サービスを地域住民や事業者の協働
によって実現する、いわゆる「新しい公
共」の考え方が広がっている。地域の抱
える課題を自ら解決するため、地域の住
民や企業、NPOといった主体が自発的に
活動する場が生まれてきている。NPO
法 人 数は、この10年で 約3,000から
40,000以上となり、10倍以上に増加し
ている。東日本大震災後の復興支援に
おいても、多数のNPO法人等が活躍し
ている。

が事業への参画に関心を表明しており、我が国としてもその事業参画に向けた支援を行っている。具体的な
支援としては、ベトナム交通運輸省と締結した「道路分野に関する協力に係る覚書」に基づき、「ベトナム高速
道路セミナー」を年１回、両国交互に開催し、我が国の経験、技術や制度を紹介するとともに意見交換を行っ
ており、23年8月にはベトナム・ダナンにて第５回のセミナーを開催した。また24年3月にはベトナム交通運
輸省の副大臣を招聘して国土交通大臣政務官と意見交換を行うなど、トップセールスにも取り組んでいるとこ
ろである。

（３）ラックフェン港プロジェクト：ベトナム北部最大港湾のハイフォン港における貨物需要の増大に対応する
ため、同港の沖に新規コンテナターミナルを整備する計画である。
　本プロジェクトは、日本とベトナムの官民連携で推進しており、埋立て等の下物部分については公共投資によ
り実施し、建物等の上物部分の整備やターミナル運営については日本企業とベトナム企業の合弁会社により実
施されることを目指し、トップセールスによる支援等を行ってきた。
　23年10月31日には、日本企業とベトナム企業が合弁会社設立同意書に署名するとともに、公共投資部分
については、総理大臣及びベトナム国首相立ち会いの下、円借款供与が決定された。

（４）エコシティ開発：23年12月、国土交通副大臣が訪越、総理大臣及
び国土交通大臣の親書を携えてベトナム建設大臣等を訪問し、ベトナムに
おけるエコシティ開発を進めていくための協力関係の構築について意見
交換が実施された。また、24年３月、国土交通大臣政務官が訪越し、ベ
トナム建設副大臣との間で今
後のエコシティ開発の進め方
等について意見交換が実施
された。

資料）国土交通省 ベトナム南北高速鉄道計画

【国土交通大臣主催・ベトナム国首相歓迎朝食会】
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資料）内閣府資料より国土交通省作成

（数）

（年）

NPO法人数（全体）
まちづくりの推進を図る活動を行うNPO法人数

3,156
1,027

5,680

2,000

9,345

3,538

14,657

5,742

19,963

7,898

24,763

9,947

29,934

12,064

33,389

13,477

36,300

14,805

38,997

16,023

41,619

17,261

ＮＰＯ法人数の推移図表185

　しかしながら、欧米諸国と比べると、生産年齢人口
に占める非営利セクターの就業者の割合は低い水準
にある。
　一方で、国民の間においては、NPO・社会参加の意
向は強くなっている。地域活動へ参加したいと回答し
た者の割合は、平成20年度の国民意識調査では約３
割であったが、今回の国民意識調査では約４割へと増
加している。行政意識としても、NPO、市民一人ひと
りをはじめとする多様な主体による地域づくりへの期
待が大きい。

0 10 20 30 40（%）

その他

外国人の生活支援・観光案内や海外支援の活動

地域にある空き地・空き家の維持・管理

まちなみや良好な景観を維持する活動

地域住民のための講座やサークル活動

地域の高齢者の支援活動

地域の子育て支援活動

災害時のための地域での日常的な防災活動

防犯パトロール活動

地域にある公園・道路等の清掃

地域のお祭り等地域活性化のための活動

資料）国土交通省「国民意識調査」

あなたや家族が参加してもよいと思う地域活動（あるいは既に参加して
いる活動）があればお知らせください。（いくつでも）

31.1%

27.0%

23.2%

22.4%

15.9%

15.7%

11.9%

11.9%

6.4%

4.7%

3.3%

31.1%

27.0%

23.2%

22.4%

15.9%

15.7%

11.9%

11.9%

6.4%

4.7%

3.3%

参加してもよいと思う地域活動図表188
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平成23年度

平成20年度

（%）

資料）国土交通省「国民意識調査」

6.8 24.0 31.7 20.2 13.5 3.9

13.6 8.7 18.7 30.1 10.5 10.9 7.6

既に参加している 参加したいと思う どちらかといえば参加したいと思う

どちらともいえない
わからない

どちらかといえば参加したくないと思う 参加したくないと思う

6.8 24.0 31.7 20.2 13.5 3.9

13.6 8.7 18.7 30.1 10.5 10.9 7.6

30.8

41.0

居住地域の地域活動に対する参加意欲の変化図表187
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資料） Salamon, Sokolowski and Associates, Global Civil Society, 3rd ed.（Kumarian 
Press, 2010）より国土交通省作成

（%）

15.9

8.0

各国の生産年齢人口に占める非営利
セクターの就業者の割合

図表186
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0 20 40 60 80

その他

大規模商店

大企業

学生組織

学校

シニアサークル

婦人会

青年会議所

商工会議所・商工会

NPO

自治組織

個人商店

市民ひとり一人

資料）平成15年10月に国土交通省が実施した、全国3,204市町村に対するアンケート調査
　　　有効回収数は2,108市町村（有効回答率65.8％）　

（%）

28.7
60.5

8.9
12.3

72.5
65.9

44.0
64.2

61.8
45.8

21.3
16.7

48.0
34.2

18.6
26.0

21.4
26.9

4.3
8.4

5.0
9.2

3.2
6.8
9.9

7.6

現在、「地域づくりを担っている人、組織」（N＝2,108）
今後、特に「地域づくりを担うべき人、組織」（N＝2,108）

地域づくりの担い手についての市町村の意識調査結果図表189

　しかしながら、NPO法人や地域住民等から構成される法人格をもたない任意団体等の「新しい公共」の主
体となる団体の現状を見ると、その６割が人口規模10万人未満の都市で活動し、また、その半分が高齢化率
25％以上の地域で活動している。

資料）国土交通省「平成21年度　持続的な地域活動における経営課題に関す
る調査」

15%未満、
2.5%

15%以上20%未満、
18.9%

20%以上25%未満、
31.1%

25%以上30%未満、
26.2%

30%以上35%未満、
13.1%

35%以上、
8.2%

15%未満 15%以上20%未満 20%以上25%未満

25%以上30%未満 30%以上35%未満 35%以上

（N＝122）

活動地域の高齢化率図表191
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3万人以上5万人未満

5万人以上10万人未満

10万人以上30万人未満

30万人以上50万人未満

50万人以上

（都市人口規模） （N＝122）

（団体）
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9

資料）国土交通省「平成21年度　持続的な地域活動における経営課題に関す
る調査」

団体の活動都市の人口規模図表190

　また、団体の経営状況を見ると、1団体当たり平均スタッフ数は12.1人であり、年間総収入額500万円未
満の団体が5割弱を占める。人材確保、育成のための資金が十分にないことが課題といえる。

0 5 10 15 20 25 30（%）

無回答

3,000万円以上

1,000万円以上～3,000万円未満

500万円以上～1,000万円未満

300万円以上～500万円未満

100万円以上～300万円未満

50万円以上～100万円未満

50万円未満

資料）国土交通省「平成21年度　持続的な地域活動における経営課題に関す
る調査」

7.4%

2.5%

（N＝122）

19.7%

18.9%

9.8%

13.9%

11.5%

16.4%

団体の年間総収入額図表193
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把握していない

どのような人材が必要か分からない
人材の育成方法が分からない

地域や外部にどのような人材がいるのか分からない
スタッフの意欲が低い

団体の活動に対する十分な理解が得られず、人材が集まらない
課題は特にない

資金が十分ではなく、人材が集まらない
貴団体の活動地域に十分な人材がいない
人材を育成する資金的、人的余裕がない

資料）国土交通省「平成21年度　持続的な地域活動における経営課題に
関する調査」

43.4%

20.5%

20.5%

17.2%

12.3%

7.4%

5.7%

4.9%

2.5%

0.8%

0.0%

12.3%

5.7%

（N＝122）

人材面全般における課題図表192

　このような中、22年６月に閣議決定された政府の「新成長戦略」においても、「新しい公共」を「官だけで
なく、市民、NPO、企業等が積極的に公共的な財・サービスの提供主体となり、教育や子育て、まちづくり、
介護や福祉等の身近な分野において、共助の精神で活動する」と位置付け、その支援を推進することとされ
た。
　23年６月には、NPO法人の健全な発展のための環境整備を図るため、「特定非営利活動促進法（NPO法）」
の改正により、①活動分野の追加（観光振興、中山間地域振興等）、②手続の簡素化、③仮認定を含む新たな
認定NPO法人制度の創設が行われた。これらにより、NPO法人等の「新しい公共」の担い手への寄付や参
画を促進し、多様化する社会のニーズを人々の支え合い、地域の絆によって充足することを目指すことが重
要である。

　国土交通省では、平成12年から、直轄国道の管理に「ボランティア・サポート・プログラム」を導入し、地域
の参画による道路管理を推進している。住民グループ等の実施団体、道路管理者、協力者（市町村）との間で
協定を結び、これらの連携により、清掃や除草といった道路の日常管理行為を実施する。施設管理に市民の力
を取り込むことが可能となるほか、活動を通じて地域の交流促進を図ることもできる。
　ボランティア・サポート・プログラムの実施団体数は年々増加しており、12年の開始時に48団体であったも
のが、22年には2,258団体まで数が増えている。今後もこのような取組みが広がっていくことが期待される。
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資料）国土交通省

ボランティア・サポート・プログラム実施団体数の推移

道路管理における市民参加コ ラ ム
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（コミュニティファンドの展開）
　NPO等の事業主体が地域のための公益的な活動を行うに当たって、公的支援や寄付のみでは調達できる金
額に限りがある。市民の中には、自らの出資により自分たちの住む地域を良くしたいという気持ちを持つ人も
多くいると考えられる。地域に眠っている「志ある資金」が、公共性のあるサービスを提供しようとする事業
者に対して投入される仕組みも求められている。
　そのような仕組みの一環として、コミュニティファンドと呼ばれる、地域のために活動する企業や個人と何
らかの形で資金を提供したいと考えている個人や法人との間で、資金の仲介機能を果たす存在が期待されて
いる。地域の志ある住民、企業、自治体等から出資を募り、地域に貢献する公益的な事業に出資するもので
ある。これらの機関を通じた資金循環の仕組みを構築することにより、地域の資金を地域内で活用すること
ができる。

１．NPOバンクの展開
　コミュニティファンドとしての機能を果たしていると考えられる団体として、NPOバンクがある。NPOバン
ク連絡会の資料によれば、平成23年３月時点で12のNPOバンクが存在しており、その出資金は5.4億円に
のぼる。地域のNPOや、環境事業やまちづくりといった分野の活動に対して融資を行っている。

未来バンク事業組合

女性・市民コミュニティバンク

北海道NPOバンク

NPO夢バンク（長野県）

東京コミュニティパワーバンク

ap bank（一般社団法人APバンク）

コミュニティ・ユース・バンクmomo

くまもとソーシャルバンク

天然住宅バンク

もやいバンク福岡

信頼資本財団

ピースバンクいしかわ

計

環境グッズ購入、NPO、エコロジー住宅等

神奈川県内で事業を行うNPO、W.Co（注）

NPO、W.Co

NPO

NPO、W.Co、市民事業者等

自然エネルギー等の環境を対象にしたプロジェクト

豊かな未来を実感できる地域社会を作る事業

熊本県内で社会性のある事業

リフォーム資金、住宅購入時のつなぎ資金

福岡県内および近隣地域で活動するNPOや
社会起業家など

石川県内のNPO活動や社会性の高い事業、石川の
仕事づくり、地域づくりに貢献する事業

1994

1998

2002

2003

2003

2003

2005

2008

2008

2009

2009

2010

162,885

127,440

44,709

13,600

87,150

45,490

3,480

39,315

11,310

0

6,571

541,950

967,294

477,765

270,270

158,790

145,700

52,460

0

8,504

8,700

15,500

1,150

2,167,012

62,573

82,656

11,314

26,204

61,833

19,407

0

1,623

5,343

13,335

1,090

201,676

組織名 設立年 融資対象 出資金 融資累計 融資残高

単位：千円

（注）W.Co（ワーカーズコレクティブ）とは、雇う－雇われるという関係ではなく、働く者同士が共同で出資して、それぞれが事業主として対等に働き、地域に必要な「もの」や「サービス」を市
民事業として事業化する協同組合を指す。

資料）全国NPOバンク連絡会資料より国土交通省作成

全国のNPOバンクの現況

２．市民風車～自然エネルギーファンド～
　自然エネルギー事業に対してもコミュニティファンドによる資金提供が活用されている。平成13年に、北海
道浜頓別町に建設された風車「『はまかぜ』ちゃん」は、日本で初めての「市民風車」となった。その建設資
金２億円のうち８割近くは、自然エネルギー普及のために市民が電気料金の５％を寄付する基金「NPO法人
北海道グリーンファンド」と217人の市民からの出資で賄われている。

コミュニティファンド事 例

　これをきっかけに、全国各地に市民風車の建設が進んでおり、北海道、青森、秋田、茨城、千葉、石川におい
て、地域からの出資による市民風車が建設されている。

「『はまかぜ』ちゃん」（北海道浜頓別町） わんず（青森県鰺ヶ沢町）

資料）NPO法人北海道グリーンファンド 資料）NPO法人グリーンエネルギー青森

３．高松市丸亀町商店街の再生～まちづくりファンド～
　高松市中心部では、昭和60年頃から郊外の大型店舗の出店等を背景
に、商店街の空洞化と衰退が徐々に進行し、通行量の減少や売上高の
落ち込みが顕著に見られていた。この状況を危惧し、丸亀町商店街では
構想から20年かけて商店街の再生を図るための再開発事業を行ってき
た。
　平成10年には地元住民が中心となった第３セクターのまちづくり会
社「高松丸亀町まちづくり株式会社」が設立され、商店街全体をマネ
ジメントして再開発の中心的な役割を担っていくこととなった。同社は
第３セクターとはいえ、行政の出資比率はわずか５％にとどまっており、
民間の主導による市街地再開発が行われていることが特徴である。
　土地の所有権は地権者が保有したままで、定期借地権を活用すること
により、まちづくり会社が建物を運営するという方法により、土地の利用
と所有が分離され、まちづくり全体の中での合理的な土地利用を行うこ
とができるようになった。商店街全体をひとつのショッピングセンター
のように見立て、まちづくり会社が一体的に運営することで、必要な店
舗を適正に配置し、訪れる人を満足させる魅力ある商店街づくりを目指
している。

４．「ミュージックセキュリティーズ」による被災地支援ファンド
　平成13年に設立された「ミュージックセキュリティーズ」は、音楽アーティストの育成のため、１口１万円とい
う小額単位でアーティストの音楽活動に対するファンからの出資を募り、アーティストに資金提供して作品制作
を支援する「音楽ファンド」としての活動をはじめ、「セキュリテ」と称する、様々な分野の事業に対する小額投
資のプラットフォームを運営している。
　このミュージックセキュリティーズが、東日本大震災以来、被災地の事業者を支援するための「セキュリテ被
災地応援ファンド」を展開している。被災地で、事業を再開しようとする商店や食品製造会社、農園等に対し
ての出資を募るもので、投資家は自分の応援したい事業を選び、１口１万円から出資ができる。
　被災地では、津波で事業者の自宅のみならず工場、設備、機材等が全て流出しており、事業再開に当たって
は機材調達等に数千万円の初期費用が必要になる。この費用をインターネット等を通じて全国から広く集め、
復興を目指す企業の再起を支援する。

資料）高松市

商店街のドーム広場

122 国土交通白書

持続可能で活力ある国土・地域づくりをめぐる現状と課題第 1 節

123国土交通白書

持続可能で活力ある国土・地域づくりをめぐる現状と課題 第 1 節

持
続
可
能
で
活
力
あ
る
国
土
・
地
域
づ
く
り

第　
章
2

第　
章
2

持
続
可
能
で
活
力
あ
る
国
土
・
地
域
づ
く
り



（広域連携・地域間連携）
　今後、日本の人口が減少する中で、地域の再生・活性化を図る方策の一つとして、地域間の連携を強化し、
広域的な人の交流やモノの輸送の拡大を通じて、活力を生み出していくことが求められる。今回の国民意識
調査によると、広域連携で政策効果が高まると思う分野について聞いたところ、道路・鉄道等の交通分野と
答えた人が最も多く（29.7％）、防災分野（23.4％）、環境・廃棄物・エネルギー分野（22.0％）がそれに続
いて多かった。
　防災分野の広域連携の展開については、今回の大災害を契機として、地域防災力向上に向けた体制づくり
が広がっている。
　岩手県遠野市は、三陸沿岸と内陸を結ぶ地点に位
置し、放射状に国道が延び、沿岸の陸前高田市や大
船渡市、釜石市まで車で１時間の距離であることか
ら、後方支援拠点構想を打ち出し、津波災害に備えて
きた。震災発生直後から、市内の遠野運動公園を自
衛隊や警察、消防、医療チームの前線基地として開放
したほか、全国からの救援物資を被災地に届け、災害
ボランティアを派遣した。この経験を踏まえて、平成
24年3月に、遠野市防災会議において、修正した市
地域防災計画に、新たに「後方支援活動編」を加え、
津波災害に対する岩手県沿岸部への支援を市の「任
務」として明確に位置付けることが承認された。ま
た、他自治体や関係機関と後方支援協定を締結する
ことや後方支援のための条例を制定することを検討しているところである。
　東日本大震災の教訓を踏まえ、市区町村単位による災害時の「水平的支援」を展開するための体制整備と
して、災害時相互支援の条例を制定する検討が始まっている。東京都杉並区、福島県南相馬市、北海道名寄
市、新潟県小千谷市、群馬県東吾妻町の５市区町は、災害発生時には５市区町の間で支援物資を供給し、また、
被災者を受け入れること等を盛り込んだ条例を24年中に制定することを目指している。

　投資家の提供するお金は応援金（寄付）と出資金が半分ずつで構成されており、出資と合わせて寄付を行う
ことになる。投資家は売上金額の一部を配当として受け取るほか、特典として、事業者によって製造された食
品セット等の商品を受け取ることができたり、工場の見学や体験イベントへの参加ができるようになる。これ
らの関わりを通じて、長期的に復興を応援し、見守ろうという取組みになっている。
　23年4月の募集開始から現在までに、北海道、岩手、宮城、福島において、資金を必要とする事業者ごと
に個別のファンドが設立されており、既に必要額を調達し終えたファンドも多くある。参加人数は延べ２万１千
人、調達金額は総計で7.2億円近くにのぼっている（24年5月1日現在）。
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環境・廃棄物・エネルギー分野

防災分野

道路、鉄道等交通分野

資料）国土交通省「国民意識調査」

自治体の範囲を超え、広域で連携することで政策効果が高まると
思う分野があればお知らせください。（3つまで）

29.7%

23.4%

22.0%

21.9%

21.4%

20.6%

12.8%

11.4%

10.8%

13.8%

12.6%

広域連携で政策効果が高まると思う分野図表194

　エネルギー分野においても、広域連携の動きがある。東京都は、22年３月、再生可能エネルギーの地域間
連携を行うため、北海道、青森、岩手、秋田、山形との間で協定を締結した。東京都は、都内のエネルギー需
要者に再生可能エネルギーの需要創出を働きかけ、北海道、東北４県は、地域内で再生可能エネルギー開発
と供給を行う。
　再生可能エネルギーのポテンシャルを都道府県別に見ると、北海道や東北等でポテンシャルが高く、一方
で、大都市圏を構成する都道府県で電力使用量が圧倒的に多い。そこで、都市と地域の連携を図り、豊かな
自然を有する地域のエネルギーを電力の大量消費地で有効活用することで、地域の雇用や活力を生むことも
期待できる。
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バイオマスエネルギー（林地算材、農業残渣等）

地熱・下水熱・温泉熱・雪氷熱

中小水力

風力（陸上）

太陽光・太陽熱

使用電力量

（注）1GJ＝277.8kWhで換算
資料）環境省「平成23年版環境統計集」、総務省　緑の分権改革第4分科会「再生可能エネルギー等の賦存量等の調査についての統一的なガイドラ

イン」（シナリオ①を採用、ただし風力に洋上は含めない）より国土交通省作成

103,768

（百万kWh）

都道府県別電力使用量と再生可能エネルギー使用可能量図表195
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